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第第第第１１１１ 本本本本件件件件特特特特別別別別抗抗抗抗告告告告のののの経経経経緯緯緯緯

１１１１ 概概概概要要要要

本件は、申立人星野文昭（以下「申立人」という。）が、１９８３（昭和５８）年７月

１３日、東京高等裁判所第１１刑事部で殺人、現住建造物等放火、公務執行妨害、傷害、

凶器準備集合被告事件について、無期懲役を言い渡された確定判決（以下「確定判決」

という。）について再審請求をした事件である。

２２２２ 本本本本件件件件特特特特別別別別抗抗抗抗告告告告にににに至至至至るるるるままままででででのののの経経経経緯緯緯緯のののの概概概概要要要要

      申立人は、１９７５（昭和５０）年８月６日の逮捕以来、現在に至るまで約３０年間、

一貫して無実を訴えてきた。しかし、東京地方裁判所刑事第７部は、１９７９（昭和５

４）年８月２１日、懲役２０年に処する有罪の一審判決を言い渡し（東京地方裁判所昭

和４７年（わ）第７７号、同第１１９号、同第１９４号、昭和５０年合（わ）第２９３

号、以下「第一審判決」といい、第一審判決を言い渡した裁判体を「第一審」という。）、

これに対して申立人及び検察官の双方が控訴し、１９８３（昭和５８）年７月１３日東

京高等裁判所第１１刑事部が一審判決を破棄し、申立人に無期懲役の有罪判決を言い渡

した（確定判決、東京高等裁判所昭和５５年（う）第３９１号。以下、確定判決を言い

渡した裁判体を「控訴審」という。）。これに対し、申立人は上告したが、１９８７（昭

和６２）年７月１７日最高裁判所第二小法廷は同上告を棄却し、東京高等裁判所の上記

判決が確定した。申立人は、同年１０月３０日に徳島刑務所に移監となり、現在に至っ

ている。移監されてから、すでに約１５年以上が経っている。

申立人は、１９９６（平成８）年４月１７日、東京高等裁判所第１１刑事部に対し再

審の請求をなし（東京高等裁判所平成８年（お）第２号）、同裁判所は、２０００（平成

１２）年２月２２日再審請求の棄却決定をした（以下「原々決定」という。）。これに対

して、申立人は、異議の申立をなし（東京高等裁判所平成１２年（け）第４号）、２００

４（平成１６）年１月１９日東京高等裁判所第１２刑事部が異議の申立てを棄却した（以

下「原決定」という。）。

本件は、同棄却決定に対する特別抗告である。



第第第第２２２２ 特特特特別別別別抗抗抗抗告告告告のののの概概概概要要要要

１１１１ 原原原原決決決決定定定定のののの概概概概要要要要

原決定は、確定判決の証拠構造の分析を放置した上で、「新証拠の新規性、明白性に関

する個
、
別
、
的
、
な
、
異議申立理由について」と題して（強調点弁護人）、旧積極証拠との対比さ

えほとんどせずに、申立人が提出した新証拠の価値を確定判決との論理的対比によって

「個
、
別
、
に
、
検
、
討
、
した結果」（原決定１２頁、強調点弁護人）、新規性あるいは明白性を否定

した。

２２２２ 新新新新規規規規性性性性ににににつつつついいいいてててて

しかしながら、証拠の「新規性」とは、刑訴法４３５条６号にいう「証拠を新たに発

見したとき」のことであって、実質的要件である明白性に対して形式的要件とも言われ、

証拠の実質的価値における新規性ではない。すなわち、新たに発見された証拠とは、確

定判決に至る審理において裁判所の実質的な証拠価値の判断を経ていない証拠であると

解するのが相当であり、確定後に作成された書証はもとより、確定審における未提出記

録、不同意書証についても新規性があるものと認めることが相当である（福岡高決平１

２・２・２９判タ１０６１号２７２頁参照）。

したがって、原決定が本件において、申立人提出の証拠の新規性を旧証拠において供

述していたものと同一内容であって否定し（新証拠①申立人の陳述書）、供述者は当時既

に証言を実質的に拒否していたとして否定し（新証拠⑦弁護人作成の報告書）、「共犯者」

の陳述書の新規性を旧証拠において既に供述として存在する事柄であるとして否定し（新

証拠⑧Ａｙ作成の供述書）、確定審において取調のない不同意部分を新証拠とするもので

新規性を欠くとする（新証拠⑨Ｆｓ立会の実況見分調書）など、いずれも確定判決に至

る審理において裁判所の実質的な証拠価値の判断を経ていない証拠であって、新たに発

見された証拠であることは明らかであるのに、その証拠価値自体を理由に新規性を判断・

否定した原決定は、刑事訴訟法の解釈適用を誤った違法な決定であり、取消が免れない。

３３３３ 明明明明白白白白性性性性ににににつつつついいいいてててて

また、明白性についても、原決定の判断方法は、確定判決の証拠構造の分析を放置し、



「新証拠の新規性、明白性に関する個
、
別
、
的
、
な
、
異議申立理由について」と題して（強調弁

護人）、確定判決における旧積極証拠との対比さえほとんどせずに、申立人が提出した新

証拠の価値を確定判決との論理的対比によって「個
、
別
、
に
、
検
、
討
、
し
、
た
、
結
、
果
、
」（原決定１２頁、

強調弁護人）、明白性を否定するという手法である。

しかしながら、最高裁判例である白鳥・財田川決定が、新証拠の孤立評価や確定判決

の心証引継ぎの論理を排して、新旧両証拠による総合評価・再評価に立脚したことは疑

いのないところであり、これに反する明白性判断手法を採用する原決定は取消が免れな

い。

すなわち、白鳥決定は、第一に、「刑訴法４３５条６号にいう『無罪を言渡すべき明ら

かな証拠』であるかどうかの判断に際しても、再審開始のためには、確定判決の事実認

定につき合理的疑いを生ぜしめれば足りるという意味において、『疑わしきは被告人の利

益に』という鉄則が適用される」こと、第二に、合理的疑いの有無は、新証拠が「確定

判決を下した裁判所の審
、
理
、
中
、
に
、
提出されたとするならば、果たしてその確定判決におい

てなされたような事実認定に到達したであろうかどうかという観点から、当
、
の
、
証
、
拠
、
と
、
他
、

の
、
全
、
証
、
拠
、
と
、
を
、
総
、
合
、
的
、
に
、
評
、
価
、
し
、
て
、
判
、
断
、
」するべきことを確認した（最決昭５１・１０・１

２刑集３０巻９号１６７３頁。強調点は弁護人によるもの。以下「白鳥決定」という。）。

そして、つづく財田川決定は、上記第一の点について、さらに敷衍し、「無罪を言い渡

すべき明らかな証拠」であるかどうかの判断にあたっては、確定判決が認定した犯罪事

実の不存在が確実であるとの心証を得ることを要するものではなく、確定判決の事実認

定の正当性についての疑いが合理的な理由に基づくものであるかどうかを判断すれば足

りるとした。また、上記第二の総合評価の方法についても、確定判決の心証を引き継ぐ

のではなく、消極証拠を含む旧証拠をすべて再評価すべきことを明確化した（最決昭５

１・１０・１２刑集３０巻９号１６７３頁。以下「財田川決定」という。）。

すなわち、再審請求の審理にあたっては、白鳥決定に「審理中に提出されたとするな

らば」とあるとおり、未だ全証拠の証拠評価が確定していない状態において新証拠が提

出されたと考えて、「当の証拠と他の全証拠とを総合的に評価して判断」しなければなら



ない。白鳥決定が「総合認定における各証拠は相互に関連するものとして裁判官の心証

形成に作用する」ことを指摘して、同事件で争点とされた証拠弾丸の証拠価値の低下が

「証拠弾丸と相互に関連する他の証拠の信憑性に影響を及ぼす」と判示していることは、

まさにこのことを確認したものである。これに続く松山事件の再審開始決定が、「個々の

供述につき新証拠のあるものも、特段の新証拠のないものも合わせて真実性の再検討を

することは、証拠の総合評価上欠かせないことであり、このようにしても確定判決の心

証にみだりに介入することには決してならない」と判示したのも（仙台地決昭５４・１

２・６判時９４９号１１頁）、上記白鳥決定の趣旨を正しく理解したものである。

後に詳しく検討するとおり、本件においては、申立人を「犯人」とする「犯人識別供

述」の信用性が問題となっている。すなわち、確定判決は、中村巡査の殴打に申立人が

関与していたとする事実を認定するにあたり、申立人と犯人を結びつける物証も第三者

証言もない中で、直接証拠としては、共犯者とされるＫｒ・Ｔ（以下「Ｋｒ」という。）

の検察官調書に依存している（確定判決の証拠構造参照）。そして、Ｋｒは、昭和４７年

２月１４日付検
、
察
、
官
、
調書（以下、検察官調書、司法警察員調書を、それぞれ検面、員面

という。また、年度表示のない月日は１９７２（昭和４７）年のものであり、月日は２・

１４の例により示す。）では、申立人を識別した根拠を一切供述せず、ただ申立人が機動

隊員を殴りつけていた旨供述していたが、確定審になってようやく提出された同年２月

１６日付警
、
察
、
官
、
調書では「うすいクリーム色の背広の人が鉄パイプでしきりに殴りつけ

ていました。この時、このような服装の人は星野さんしかいないので、顔
、
は
、
見
、
て
、
い
、
ま
、
せ
、

ん
、
が
、
、この殴っていた人は星野さんだったと思います。」と供述していたのである（強調

は弁護人による）。Ｋｒは、本件当日はじめて申立人と知り合い、既知の間柄ではなく、

しかも申立人は本件当日「みなかみ」と呼ばれていたのであって、本名で申立人を特定

した理由は一切、検察官調書には記載されていなかった。確定判決の依拠した検察官調

書には、巧妙に犯人識別の理由、説明に関する供述が消されていたのである。

なぜか。真実は、申立人は犯行当日、薄青色のブレザーと薄いグレーのズボンを着用

していたのである。



そこで、申立人は、新証拠として、申立人の本件犯行時の上記服装を立証し、Ｋｒの

特定する人物は申立人とは別人物であることを立証しようとして弁第１２ないし１６号

証を提出し、さらに、Ｋｒの調書が取調官の誘導によるものとして、弁第１７ないし２

２号証を提出した。

ところが、原決定は、第一に、「申立人の服装の色が『きつね色』系ではない旨の証拠

は旧証拠中にも存し、確定判決もこれを踏まえて判断しているのであるから、これらの

新証拠は、確定判決前に提出されていたとしても確定判決の事実認定に影響を及ぼすこ

との小さい証拠と考えられる。」として新証拠の明白性を認めない。しかし、これはまさ

に白鳥・財田川決定に反する判示である。すなわち、原決定は、確定判決の証拠構造を

分析した上で旧証拠の位置づけを充分評価していないため、確定判決が脆弱な証拠構造

に立脚している点を看過してしまった。すなわち、「当の証拠と他の全証拠とを総合的に

評価して判断」（白鳥決定）しなかったから、新証拠の確定判決に及ぼす影響の判断を誤

ったのである。この点、徳島事件における再審開始決定が、「一口に有罪の確定判決とい

う中にも、・・・いわば絶対的な確信ともいうべき段階のものから、合理的疑いをようや

くにして越えたと評しうる段階に至ものまで、夫々相当の幅と質の違いというべきもの

が現実には存在することを認めないわけにはいかない」から、旧証拠の再評価を欠落さ

せると、「弱い証拠構造に立脚した確定有罪判決が、逆に確定判決により、諸々の矛盾は

十分に検討済みであるとの理由で再審により救済され得ることが一層困難になるという

一見パラドキシカルな運用」を生ぜしめることになると判示したことは、まさに原決定

に対する批判として該当する（徳島地決昭５５・１２・１３判時９９０号２０頁）。

原決定は、「申立人の服装の色が『きつね色』系ではない旨の証拠は旧証拠中にも存し、

確定判決もこれを踏まえて判断している」というが、後述するとおり、確定判決は、「『き

つね色』系ではない旨の証拠」を事実上無視して真っ正面から検討せず、Ｋｒ供述に符

合する証拠だけを２，３つまみ食いしてその信用性をかろうじて認めただけであった。

したがって、確定判決が十分検討しなかった第三者の目撃証言も含めて新旧証拠を総合

評価した場合には、Ｋｒが目撃した中村巡査を殴打した「きつね色」の服を着た男は別



に存在すること、その殴打した「きつね色」の服を着た男は申立人ではないことが合理

的に認められ、新証拠によって、申立人を特定したとするＫｒ供述には合理的な疑いが

生じるのである。

第二に、原決定は、Ｋｒは、申立人を特定する根拠として服装のほかその声もあると

して、服の色が弾劾されても新証拠の明白性を認めない。しかし、原決定が引用するＫ

ｒの供述調書には、実際は、次のようにある（Ｋｒの２・１４検面）。

「この時、ＢＢＢＢすすすすななななわわわわちちちち星星星星野野野野が鉄パイプで機動隊員を殴りつけながら、

殺せ、殺せ

とかすれたような異様な声で叫び続けていたのが印象的でした。」

この箇所を素直に読めば、殴打していたＢが「殺せ、殺せ」とかすれたような異様な

声で叫び続けていたのが印象的なのであって、Ｂの声を申立人の声と識別したとは供述

していないのである。Ｂがなぜ「すなわち星野」なのか、その識別経緯、識別理由は一

切書かれていない。Ｋｒは、申立人とはそれまで面識がなく、当日初めて会った者であ

り、申立人の声だけで識別することはできず、後述するとおり、Ｋｒ自身が「特定する

根拠として服装のほかその声を挙げている」（原決定１２頁）のも、命令をするのは誰か

と質問されて、声を聞き分けたのではなかったが、演説などをしていた者「じゃなかっ

たかという形で」論理的に推測したからである（星野・４回）。そして、他にも本件現場

においてリーダーシップをとって大声を出して「かすれ声」は数多くいたのであるから、

「かすれ声」だけから申立人の声を特定することには合理的疑いが容易く生じるのであ

る。しかも、仮に、確定判決が、Ｋｒの申立人特定の根拠として声をあげるのであれば、

申立人の声が分かるはずのＫｒ自体が、「離れろ、火炎びんを投げるぞ」という声につい

ては申立人と特定していないことから、申立人の有罪根拠である火炎びん投てきの「指

示」をしていないと認定しなければならないはずである。確定判決は他の者による複数

の火炎びん投てきの指示があったことを指摘してこの矛盾を回避しようとするが、あま

りにも強引な認定としかいいようがない。結局、確定判決は、Ｋｒ供述をつまみ食いす

るだけであり、原決定もこれを是認するが、これは、白鳥・財田川決定に反して、確定



判決の証拠構造を分析せず、新旧全証拠の有機的連関の中で総合評価をしなかったこと

が原因である。

第三に、原決定は、服装に関してすら誘導の形跡は認められないとして、Ｋｒの供述

の誘導に関する新証拠に関しても明白性を認めない。しかし、Ｋｒの検
、
察
、
官
、
調書には、

Ｋｒが申立人とは面識もなく当日初めて会ったにもかかわらず、申立人の人相、声、服

装の色等犯人識別根拠に関する供述は最後に至まで一切なく、ようやく確定審になって

提出された警
、
察
、
官
、
調書に記載されていた服装の色に関する供述が意図的に削除されてい

たことが判明している。しかも、当時の第三者の目撃証言にも、「すごい速さで」機動隊

員を捕捉し殴打した人物の着衣を「黄土色の作業着か背広のような上着」という「きつ

ね色」系で表現しており（Ａｔの１９７１年１１月２９日付検察官調書。Ｋｒ調書作成

時期に先立っていることに留意。）、別の証人も、中村巡査を殴打していた者の中で印象

深い者として「ベージュ」の色の服を着ていた者を挙げていた（Ｆｓの１９７１年１１

月２３日付検察官調書。これもＫｒ調書作成時期に先立っていることに留意。）。だから

こそ、検察官は強引に誘導することをあえてせず、むしろ服装の色等の特定根拠を削除

し、警察官調書の証拠調請求や証拠開示を一審ではしなかったのである。また、検察官

は、荒川・１９回の主尋問では、本来であれば申立人を特定した根拠について質問する

のが自然であるのに、明らかに申立人の服装やその色を避けた。

したがって、原決定の言うように「服装に関してすら」誘導の形跡がないのではなく、

「服装に関してだから」誘導せず、削除し抹消しようとしたというべきである。むしろ、

新証拠によれば、申立人を識別した具体的根拠を確認しないまま、強引に犯人は申立人

であるとして「犯人識別」が強行されたと解することができる。

原決定は、結論として「申立人の服装が『きつね色』系ではないことの解明を中心と

する上記新証拠が、中村巡査殴打の際の申立人の特定に関するＫｒ供述の任意性や信用

性を左右するとは解されない。」と判示する。しかし、本件で問題とされているのは、Ｋ

ｒの目撃したとする殴打行為者と申立人が同一人物であるかにある。確定判決は、Ｋｒ

が目撃した殴打行為者の服装の色をＫｒの供述するとおりと認定しているのであるから



（同２２４頁）、申立人の服装が「きつね色」系ではないことの解明は、まさに、申立人

が本件犯行と関わりのないことの立証活動になることは明らかである。

以上によれば、原決定が、最高裁白鳥・財田川決定に反する新証拠の明白性判断手法

を採用し、実際に明白性を否定していることは明らかであり、取消は免れない。

４４４４ 論論論論述述述述のののの順順順順序序序序

そこで、まず、最高裁白鳥・財田川決定に基づき、今一度確定判決の証拠構造を検討

し、本件においては申立人を犯人との同一性に関する物証も第三者目撃証言もなく、証

拠構造の核心は「共犯者」による犯人識別供述しかなく、同証拠を具体的に特定する。

その上で、申立人が中村巡査の殴打行為への関与と、申立人の火炎びん投てき指示につ

いて、申立人を「犯人」と識別したとされる根拠である服の色、声、「指揮者」性につい

て、それぞれ新旧証拠を合わせて総合的に検討することとする。

第第第第３３３３ 確確確確定定定定判判判判決決決決のののの存存存存在在在在及及及及びびびびそそそそのののの証証証証拠拠拠拠構構構構造造造造

１１１１ ははははじじじじめめめめにににに－－－－申申申申立立立立人人人人のののの一一一一貫貫貫貫ししししたたたた主主主主張張張張

申立人は、１９９９年、東京高等裁判所刑事第１１部に提出した意見書において、次

のように言っている。

「私はやっていない。私は一審以来、一貫して主張し、陳述書においても、すで

に明らかにしているように、中村巡査を殴打していないし、中村巡査への火炎瓶

投擲の指示も一切していない。このことを、私は、私の良心に照らして、人間と

しての全存在にかけて、改めて、一点の曇りもなく言い切ることができる。殴打

していないし、火炎瓶投てき指示をしていない。囲みにいなかった。これだけが、

唯ひとつの真実だ。」

申立人は、一審以来、現在に至るまで実に約３０年間、途中判決が確定して徳島刑務

所に移監されても、一貫して中村巡査の殴打行為に関与していないこと、中村巡査に対

する火炎びん投てきの指示もしていないこと、中村巡査の囲みの中にいなかったことを

訴えてきたのである。



２２２２ 確確確確定定定定判判判判決決決決のののの内内内内容容容容

しかしながら、確定判決が認定した事実は以下のとおりである。

　　　　 犯犯犯犯行行行行にににに至至至至るるるる経経経経緯緯緯緯

申立人は、１９６６（昭和４１）年４月に、群馬県高崎市所在の高崎経済大学（以

下「高経大」という。）に入学し、入学直後から学生運動に熱意を抱き、同大学学生自

治会の再建をはかり、１９６９（昭和４４）年６月ころには、荒川碩哉（以下「荒川」

という。）を委員長、申立人を副委員長、奥深山幸男（以下「奥深山」という。）を執

行委員の一人とする学生自治会が成立した。

上記３名は、いずれもマルクス主義学生同盟中核派（以下「中核派」という。）の

同盟員もしくはその強い共鳴者であって、荒川は、その後連続三期自治会委員長を勤

め、その間に、同自治会が組織加盟した全国学生自治会総連合（中核派系）の中央執

行委員となり、申立人は、本件当時、いわゆる成田三里塚闘争の関係で捜査当局から

指名手配を受けていた。

１９７１（昭和４６）年に入り、いわゆる沖縄返還協定が、同年秋には批准される

のではないかと予想されるに至ったため、中核派は、同協定批准阻止闘争に全力を注

ぐ方針を定め、同年１０月には、１１月１４日首都総結集（以下「本件闘争」という。）

を呼びかけ、同年１１月に入るや、機関誌「前進」において「機動隊せん滅」あるい

は「渋谷に大暴動を」などのタイトルの下に記事を掲載して、読者に本件闘争への参

加を強く求めた。

そこで、荒川及び奥深山らは、高経大のみならず、近隣の群馬大学等の中核派のメ

ンバーあるいは同調者に、本件闘争への参加を呼びかけ、同年１１月６日には、Ｏｏ

Ｈ（以下「Ｏｏ」という。）、Ｋｒ、ＡｒＹ（以下「Ａｒ」という。）数名とともに、法

政大学で行われた本件闘争に向けての決起集会に出席し、席上、奥深山が、群馬地区

からの参加者を代表して、本件闘争への参加の決意を表明した。

翌１１月７日、荒川及び奥深山は、高経大自治会室において、参集した者に対し、

本件闘争への参加を呼びかけ、同日夜には、約１４名を荒川方に集め、本件闘争への



参加を促した。そして、呼びかけに応じて、Ａｒ、ＳｂＳ（以下「Ｓｂ」という。）ら

３名くらいが闘争参加の決意を表明した後、奥深山は、参加者の班編成を説明し、同

人が中隊長、Ａｒが中隊副官になること（以下奥深山を中隊長として編成された部隊

を「群馬部隊」という。）、同月１０日には上京して本件闘争に備えることなどを指示

した。

１１月１０日、荒川及び奥深山は、他の者らとともに上京し、あらかじめ借り受け

ていた東京都目黒区内の中田ビル５階５号室の中田方に入り、同日には、Ｎｋ、Ｍｍ

が、翌１１日には、Ｔｙ、ＡｙＴ（以下「Ａｙ」という。）がこれに合流した。

１１月１３日、荒川及び奥深山らは群馬部隊の集結方法を検討するなどし、同日夜、

荒川は、中野駅集合部隊の指揮者打ち合わせ会議に出席して中田方に戻った奥深山と

ともに、Ｔｙ、Ｏｏ、Ｉｔ、Ｎｇ、Ｓｋ、Ｓｂ、Ａｙ、Ｍｍ、Ｙｓ、Ｋｒ、Ａｒ、Ｎ

ｋ、Ｋｔらを集めて全体会議を開いた。

１１月１４日、荒川をのぞく上記の者らは、２人ないし３人一組となって、逐次中

田方を出発し、それぞれ定められた道順を通り、一部の者において火炎びん、鉄パイ

プ、工具類などを携行したうえ、一旦立川駅に集合し、同日午後１時４０分ころ、中

野駅に到着した。やがて、同駅ホームには、労働者や学生ら約１３０名ないし１４０

名が、それぞれ火炎びん、鉄パイプなどを携行して集合し、間もなく、申立人が姿を

現わした。奥深山は、申立人の指示により、指名手配中の申立人を防衛するよう、Ａ

ｒ、Ｋｒ、Ｉｔ、Ａｙらに命じた（以下「防衛隊」という。）。申立人は、同駅ホーム

で、火炎びん等を携行する各部隊（以下「本件集団」という。）に対して、警察署、交

番等への放火、機動隊員の殺害に関するアジ演説をし、これに呼応する本件集団を指

揮して、同駅を出発し、新宿駅で小田急線に乗り換え、同日午後３時１３分ころ、同

線代々木八幡駅に下車した。

その後、申立人の指揮する本件集団は、同駅前から駆け足で渋谷方面へ向かい、途

中、東京都渋谷区神山町所在の警視庁渋谷警察署神山派出所（以下「神山派出所」と

いう。）付近において、道路上に横隊となってその進路を規制していた小隊長冨澤健三



以下２７名の警察官と遭遇するや、申立人の号令の下、多数の火炎びんを投てきし、

３名の警察官に加療約２週間ないし約１年４か月を要する各傷害を負わせ、また、同

集団の一部の者は、神山派出所に火炎びんを投げ付けて放火し、同派出所の土台、天

井板などを焼損した。

　　　　 犯犯犯犯罪罪罪罪事事事事実実実実

同日午後３時２０数分すぎころ、東京都渋谷区神山町１１番１０号近藤忠治方前路

上において、本件集団に属する多数の学生、労働者の攻撃を受けて後退中の巡査中村

恒雄（当時２１歳、以下「中村巡査」という。）を発見するや、鉄パイプ等を持った申

立人、奥深山、Ｏｓ、Ａｙ、Ｋｒ、Ａｒらを含む数名にてこれを捕捉して順次取り囲

み、申立人の「やれ！」との号令やＯｓの「殺せ、殺せ」の怒号に呼応し、即時同所

において、上記の者らは、共同して中村巡査が死に至るかもしれないことを知りなが

ら意思相通じて、棒立ちのまま無抵抗の同巡査に対し、上記の者らにおいて所携の鉄

パイプ、竹竿等で中村巡査の頭部、肩部、腹部を多数回にわたって乱打し、それによ

り路上に中村巡査が倒れるや、上記の者ら及び同巡査をその後順次取り囲むに至った

本件集団の者ら数名は、申立人の火炎びん投てきの指示のもとに、同巡査を殺害しよ

うと決意し、その意思を相通じた上、Ａｙ、Ａｒらを含む数名の者が、中村巡査めが

けて火炎びん数本を投げ付け、これを発火炎上させて同巡査に火傷を負わせ、翌１５

日この火傷により同巡査を死亡させて殺害した。

３３３３ 確確確確定定定定判判判判決決決決のののの具具具具体体体体的的的的なななな事事事事実実実実認認認認定定定定とととと対対対対応応応応すすすするるるる証証証証拠拠拠拠関関関関係係係係（（（（証証証証拠拠拠拠構構構構造造造造））））

確定判決の具体的な事実認定と対応する証拠関係は、以下のとおりである。

　　　　 中中中中村村村村巡巡巡巡査査査査にににに対対対対すすすするるるる殴殴殴殴打打打打行行行行為為為為

アアアア 確確確確定定定定判判判判決決決決のののの認認認認定定定定ししししたたたた事事事事実実実実

申立人、奥深山、Ｏｓ、Ａｙ、Ｋｒ、Ａｒら数人が、中村巡査を捕捉して、順次

取り囲み、申立人の「やれ」との号令やＯｓの「殺せ、殺せ」の怒号に呼応して、

申立人を含む数名の者らが、中村巡査に対し、所携の鉄パイプ、竹竿等で同巡査の

頭部、肩部、腹部を多数回にわたって乱打した。



イイイイ 証証証証拠拠拠拠

確定判決は、Ｋｒの２・１４検面及び４・２６検面において、申立人の中村巡査

に対する殴打を明瞭に供述しており、同人の荒川・１９回及び星野・４回（第一審

では、審理が先行していた荒川碩哉及び奥深山幸男に対する公判に、申立人の被告

事件が途中から併合されているところ、以下、荒川・奥深山の公判での尋問調書が

申立人の関係で証拠とされたものは、荒川・１９回の例により、その他は星野・４

回の例により、控訴審公判のものは、控訴審・８回の例により示す）の各証言の内

容等から上記各検察官調書の信用性が認められるとし、これに、Ｏｏの２・１７検

面及びＩｔの２・４、２・１０、２・１９各検面を総合すると、申立人が中村巡査

を殴打した事実を認めることができるとしている（確定判決２１６頁）。

ウウウウ 検検検検討討討討

（（（（アアアア））））ＫＫＫＫｒｒｒｒ以以以以外外外外のののの証証証証拠拠拠拠ににににつつつついいいいてててて

確定判決は、中村巡査の殴打行為に加わったとされた「共犯者」として６人をあ

げているが、そのうち申立人の中村巡査の殴打行為関与を供述している者は、Ａｙ、

Ａｒ、Ｋｒしかいない。このうち、Ａｙ及びＡｒの各供述については、確定判決自

体が、「同人らは、同被告人の中村巡査に対する殴打の状況を現認しなかったか、

あるいは現認したとするには疑いがあるものと言うべきである」として、排斥して

いる（確定判決２１７～２２０頁）。

また、殴打行為には加わってはいないが本件犯行現場を目撃したとするＯｏは、

公判で事実上証言拒否をしており、同じくＩｔについても、申立人が中村巡査に対

する暴行に加わったとは思わないと公判で証言していることからすると、いずれも

捜査段階の供述を全面的に信用することはできず、確定判決も、その判示の仕方か

らして核心証拠として扱っていない。

さらに、第三者の目撃証言は、いずれも申立人を識別していない。むしろＫｒ供

述と相まって、申立人とは別に、きつね色の服を着た別人物が存在したことを裏付

ける有力証拠であることは後述する。



（（（（イイイイ））））ＫＫＫＫｒｒｒｒのののの捜捜捜捜査査査査段段段段階階階階供供供供述述述述とととと公公公公判判判判証証証証言言言言のののの位位位位置置置置づづづづけけけけ

確定判決は、「きつね色の上着」（荒川１９回）及び「きつね色の背広の上下」（星

野４回）を着た人が殴打行為者である旨の各Ｋｒ証言を引用している（確定判決２

１５頁）。そして、神山派出所付近において「トラ部隊前へ。」という発言をした者

あるいは本件現場で「道案内。」と呼んだ者は、当日リーダーシップを取っていた

人であるとか、きつね色ないしカーキ色の背広を着た人であるとＫｒが証言してい

るとした上で、「トラ部隊前へ。」「道案内。」と言った者は、関係証拠により申立人

であるとする（確定判決２１４ないし２１５頁）。したがって、一見、確定判決は

申立人を有罪とするにあたり、Ｋｒ公判証言に依拠しているかのようにも読める。

しかし、２・１４検面及び４・２６検面が刑事訴訟法３１２条１項２号書面とし

て採用されていること、したがって公判証言と捜査段階供述は基本的に相反してい

ると判断されたこと、さらには確定判決自体もＫｒが捜査段階において申立人の中

村巡査への殴打を「明確に供述」していると認定していることからすれば、確定判

決における申立人有罪の核心証拠は上記各検察官調書にあると解するのが相当であ

る。

Ｋｒの公判証言の趣旨は、捜査段階における「氏名による特定」の経緯を説明し

た点にあった。すなわち、殴打行為者を現認してそのまま申立人と識別したのでは

なく、あくまでも「きつね色の上着」「きつね色の背広の上下」を着た人が殴打し

ていたことを目撃して、その事実から申立人と推測して捜査段階に供述したという

のである。

そして、Ｋｒは、次のように証言した。

    「クリーム色の背広上下、これは、警察や検事から出された。

ものではないです。

あなたの、だれからも影響をされていない自分自身の記憶と言うことになる

わけですか。

いや、星野さんがその服装をしていたというんじゃなくて、先ほど



申し上げました点在する記憶の中で、まあ警察の取調べもそうです

けど、事事事事件件件件のののの現現現現場場場場にににに、、、、そそそそののののききききつつつつねねねね色色色色のののの上上上上下下下下のののの人人人人ががががいいいいたたたたとととといいいいううううここここととととはははは

記記記記憶憶憶憶ががががああああるるるるわわわわけけけけでででですすすす。。。。そそそそここここかかかからららら、、、、逆逆逆逆ににににささささかかかかののののぼぼぼぼっっっってててていいいいっっっってててて、、、、最最最最初初初初ああああ

っっっったたたた時時時時ににににそそそそのののの服服服服装装装装だだだだっっっったたたたとととといいいいううううよよよよううううなななな供供供供述述述述ににににななななっっっったたたたというように記

憶していますけれども。」

（確定審７回）

したがって、「トラ部隊前へ。」という発言をした者や「道案内。」と呼んだ者が、

当日リーダーシップを取っていた人であるとか、きつね色ないしカーキ色の背広を

着た人であるという証言についても、号令をかけた人であって当日リーダーシップ

を取っていた人であるから、Ｋｒは、号令者について、殴打行為者供述に引きずら

れて、きつね色ないしカーキ色の背広を着ていたはずだと推測して証言した疑いが

強い。

いずれにしても、Ｋｒの公判証言は、殴打行為者を申立人と特定する直接証拠と

して扱うことはできない。

（（（（ウウウウ））））ままままととととめめめめ

したがって、申立人と犯行との結びつきについては、物証や第三者目撃証言等の

強力な証拠は一切なく、Ｋｒ供述、しかも同人の公判証言ではなく、捜査段階にお

ける２・１４検面及び４・２６検面こそが、確定判決が申立人を殴打行為に関与し

たと認定した際の核心証拠であり、証拠構造上、同証拠の信用性が崩れれば、確定

判決の事実認定に合理的疑いが生じることは明らかである。

　　　　 火火火火炎炎炎炎びびびびんんんん投投投投ててててききききのののの「「「「指指指指示示示示」」」」

アアアア 確確確確定定定定判判判判決決決決

一審判決では、「被告人星野の指示のもとに」と適示するだけで、具体的指示文

言は特定されていなかったが、確定判決は、申立人が「火炎びんを投げろ」と指示・

号令した（確定判決２５０頁）と認定する。

イイイイ 証証証証拠拠拠拠



確定判決が適示する証拠は、Ａｙの２・１６検面及びＡｒの４・１２検面の２つ

しかない。

ウウウウ 検検検検討討討討

（（（（アアアア））））ＡＡＡＡｙｙｙｙ及及及及びびびびＡＡＡＡｒｒｒｒ以以以以外外外外のののの証証証証拠拠拠拠

確定判決は、上記Ａｙ及びＡｒの各検面以外には、申立人による火炎びん投てき

の「指示」を支える証拠を適示していない。

すなわち、上記の通り、「共犯者」として申立人の中村巡査殴打を供述したＫｒ

は、火炎びん投てき指示については、申立人であると特定し得ていないし、２・１

４検面では、申立人のいた方向と別の方向から「指示」が聞こえたと述べ、Ｏｏも、

一貫して火炎びん投てきの指示は奥深山の声であったと述べ、６・２６検面になっ

てはじめて「星野か奥深山の声で、『火炎びんを投げろ』という声がした」として

いる。いずれにしても、Ａｙ及びＡｒ以外には、何ら申立人の「指示」であること

の証拠はないのである。

（（（（イイイイ））））ＡＡＡＡｙｙｙｙ及及及及びびびびＡＡＡＡｒｒｒｒのののの捜捜捜捜査査査査段段段段階階階階供供供供述述述述とととと公公公公判判判判段段段段階階階階供供供供述述述述

しかも、Ａｙ及びＡｒはいずれも検察官調書の供述内容を公判で撤回している。

すなわち、Ａｙは、荒川・２６回において、申立人の指示は聞かなかったとし、星

野・３回及び控訴審・８回においても、同旨の証言をしている。Ａｒも、荒川・２

９回において「火炎びんを投げろ。」との「指示」が誰の声だったか分からないと

述べ、星野・２回においても、同指示が申立人の声だったか判然としないと述べて

いる。

（（（（ウウウウ））））ままままととととめめめめ

したがって、申立人と火炎びん投てき「指示」との結びつきについては、物証や

第三者目撃証言等の強力な証拠は一切なく、Ａｙ及びＡｒの各供述－しかも同人ら

の公判証言ではなく、捜査段階における上記各検面しかないのであり、確定判決が

申立人を殴打行為に関与したと認定した際の核心証拠であり、証拠構造上、同証拠

の信用性が崩れれば、確定判決の事実認定に合理的疑いが生じることは明らかであ



る。

　　　　 確確確確定定定定的的的的殺殺殺殺意意意意のののの認認認認定定定定－－－－殴殴殴殴打打打打行行行行為為為為とととと投投投投ててててきききき指指指指示示示示のののの関関関関係係係係

アアアア 確確確確定定定定判判判判決決決決

確定判決は、中村巡査殺害に関して、一審判決の未必の故意を内容とする現場共

謀を否定し、確定的殺意を内容とする共謀が成立したと認定した。

イイイイ 証証証証拠拠拠拠

上記認定は、確定判決における新たな証拠に基づく新たな事実の認定はない。し

たがって、確定的殺意を認定した証拠は、すでに検討したところの、①申立人自ら

の殴打行為関与と②申立人による火炎びん投てき指示の各証拠と同一である。

すなわち、確定判決が確定的殺意を認定した最大の根拠は、新たな証拠ではなく、

事実の「評価」の変更であった。申立人自らが鉄パイプで中村巡査を殴打するとと

もに、路上に「失神」して倒れるに至った中村巡査にガソリンないしは灯油がふり

かけられ、その上で、申立人が火炎びん投てきの指示をして、数本の火炎びんが投

てきされたことが、「いわば止めを刺したもの」と評価され直したことによるもの

である。

したがって、申立人の中村巡査殴打行為への関与の核心証拠であるＫｒの検面と、

火炎びん投てきの指示を認定した確定判決の核心証拠であるＡｙ及びＡｒの各検面

の各信用性が崩れれば、確定判決の事実認定に合理的疑いが生じることは明らかで

ある。

ウウウウ 懲懲懲懲役役役役２２２２００００年年年年かかかからららら無無無無期期期期懲懲懲懲役役役役へへへへのののの変変変変更更更更

なお、確定判決は、「本件のように現場において殺害の共謀をした場合において、

その内容をなす殺意が、当初の未必的なものから確定的なものへ推移したときには、

その殺意が終始未必的なものに止まるとの誤認があるとはいえ、構成要件的評価自

体には何らの移動を生ぜず、また、その一事をもってしては、直ちに量刑を左右す

るに足りる程度の犯情の差異をもたらすものとも言い得ないから、これをもって、

判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認であるとすることはできない。」と



判示しながら（確定判決２５１頁）、他方では、確定的殺意の認定に際して何ら新

たな証拠に伴う新たな事情を認定していない。にもかかわらず、何ら具体的な理由

を示さないまま、量刑不当の検察官控訴を取り入れて、有期懲役の一審判決を破棄

して、無期懲役に変更した。

その意味でも、申立人自らの殴打行為関与と火炎びん投てきの指示の２点が、確

定判決を決するきわめて重要な争点であったことは明らかである。

４４４４ 証証証証拠拠拠拠「「「「作作作作出出出出」」」」構構構構造造造造－－－－証証証証拠拠拠拠構構構構造造造造ににににおおおおけけけけるるるるＯＯＯＯｏｏｏｏ供供供供述述述述のののの位位位位置置置置づづづづけけけけ

確定判決は、中村巡査殴打行為の実行行為者として、申立人、奥深山、Ｏｓ、Ａｙ、

Ｋｒ、Ａｒの６名を認定しているところ、上記６名が確定された根拠となる関係者の供

述調書を見ると、関係者の中で最も早く逮捕されたＯｏ、Ｉｔ、Ａｙ及びＫｒの各供述

調書において、２月１３日に行われたＯｏの現場引き当たり捜査における同人の供述（以

下「Ｏｏ引当供述」という。）までは、中村巡査の殴打現場に臨場し、あるいは殴打して

いた者について、申立人、Ｏｓ、奥深山ら本件集団におけるリーダー格３名が挙げられ

ている（Ａｙは同３名を「私たちのリーダー」と供述している。Ａｙ２・２５検面）。

ところが、Ｏｏ引当供述において、はじめて同巡査に対する殴打実行行為者として、

上記３名の外に、Ａｒ、Ａｙ、Ｋｒが特定され、それがＯｏの２・１４員面及び２・１

７検面において完成された。そして、Ｏｏ引当供述以降になされたＫｒ、Ｉｔ、Ａｙの

各供述調書の内容及び後に逮捕されたＡｒ、Ｓｂの供述調書の内容は、すべてＯｏ引当

供述を踏襲して、ほぼ同一内容となっており、これらの供述調書の内容が申立人を有罪

とした各証拠の作出に果たした影響は極めて大きい。特に留意すべきことは、Ｏｏ引当

供述までは、本件集団のリーダー格３名しか名前の挙がっていなかったものが、Ｏｏ引

当供述後は、リーダー格以外の名前が挙がるようになったことである。

すなわち、Ｏｏ引当供述までばらばらに存在していた供述内容が、いったんＯｏ引当

供述にすべて収斂、整理され（流れ込み）、そして、その内容が各関係者の供述内容へと

統一されている（流れ出し）のであるから、Ｏｏ引当供述に基づくＯｏ２・１４員面及

び２・１７検面の信用性が否定されれば、それ以降の各供述調書の信用性も一挙に瓦解



することになる。まさに、本件における証拠「作出」構造は、Ｏｏ引当供述を軸にして

いる。したがって、本件におけるＯｏ引当供述を要とする証拠「作出」構造の検討は、

確定判決の核心証拠であるＫｒ、Ａｙ及びＡｒの各検察官調書の信用性を検討する上で、

きわめて重要な視点を与えるものである。

もっとも、Ｏｏ自身は、第一審の荒川・奥深山公判、第一審及び控訴審の申立人公判

で、一貫して証言を事実上拒否し、捜査段階の同人の供述調書の信用性を判断する前提

としての証言は得られていない（現時点においても変わらないことは新証拠⑦。この点、

原決定は、Ｏｏは当時既に証言を実質的に拒否していたのであるから、旧証拠の信用性

を左右する証拠価値を有しないとする。しかし、約３０年間も証言を拒否し続けている

事実によって、同人の捜査段階における供述に対する根本的疑問が生じるのであって、

他の新証拠と相まって、旧証拠の証拠価値を検討する際にも影響を与えるものである。）。

確定判決も、中村巡査に対する殴打行為に関してＯｏの２・１７検察官調書を引用する

が、公判における証言拒否からすれば、その信用性がきわめて低いことは明らかである。

確定判決も、表面上はＯｏ供述を申立人を有罪と認定する際の核心証拠として位置づけ

ていないことには留意しなければならない。

  ５５５５ ままままととととめめめめ

以上の通り、確定判決の証拠構造は、申立人の殺人罪の認定に当たって、中村巡査殴

打行為の関与についてはＫｒの検察官調書が、火炎びん投てきの指示についてはＡｙ及

びＡｒの各検察官調書が核心証拠である。したがって、同証拠が新証拠によって弾劾さ

れ、その信用性が崩れれば、確定判決の事実認定に合理的疑いが生じることになり、再

審開始決定をなさなければならないことになる。

そこで、以下においては、まず中村巡査に対する殴打行為について、次に火炎びん投

てき指示について、それぞれ旧証拠を中心として確定判決の証拠構造の脆弱性を確認し

た上で、新旧両証拠による再評価を行うこととする。

第第第第３３３３ 中中中中村村村村巡巡巡巡査査査査にににに対対対対すすすするるるる殴殴殴殴打打打打行行行行為為為為ににににつつつついいいいてててて



１１１１ 確確確確定定定定判判判判決決決決のののの証証証証拠拠拠拠構構構構造造造造のののの脆脆脆脆弱弱弱弱性性性性

　　　　 ＫＫＫＫｒｒｒｒ供供供供述述述述自自自自体体体体のののの脆脆脆脆弱弱弱弱性性性性

        すでに検討したとおり、確定判決は、申立人を有罪とするにあたり、申立人が中村

巡査を殴打していたとするＫｒ供述に依拠している。

まず、Ｋｒ供述自体が、容易く信用できない特徴を有していることに留意しなけれ

ばならない。

すなわち、第一に、Ｋｒ供述は、共犯者供述である。共犯者供述は、一般に自己の

罪責を免れようとして、引っ張り込みの危険性があることは広く知られているところ

であるところ、本件においては、事件直後の１９７１年１１月１８日、後藤田警察庁

長官が徹底取締の談話を発表し、本多警視総監も「守りから攻めへの積極姿勢」を捜

査官に訓示し、警察当局幹部の厳命によって、社会的に納得する「首謀者の割り出し」

が急がれ、実際に、デモ参加者の中から未成年ないし２０歳代の学生が一斉検挙され

て「首謀者」が割り出しがなされており、「共犯者自白」の上記危険性が最も作用する

外的状況にあったものである。

第二に、Ｋｒは、当時１８歳の少年であったことであり、少年が、一般に捜査官の

誘導、強要に屈しやすい性質を持っていることはよく知られている。特に、１９７２

年２月２日当時、突然逮捕されたＫｒは、蓄膿症を患っており、これに目をつけた警

察・検察は、治療を受けたければ言うことを聞けと脅し、実際に取り調べに応じた後

に病院に連れて行き治療を受けさせている。さらには、逮捕直後の初期段階に、同人

の父親を呼び出して「説得」までさせているのである。

第三に、Ｋｒ供述の時期及び変遷である。Ｋｒ供述は、自らの犯行関与について大

きな変遷を経由しており、自白→自白撤回・否認→再自白→家庭裁判所での再否認→

検察官送致での再々自白→控訴審での否認と揺れ動き、２８通もの調書が作成されて

いる。しかも、成人の場合の逮捕・勾留日数は最大２３日間であるが、Ｋｒの場合に

は、少年であることから家庭裁判所送致・検察官逆送等の経緯もあって、約３か月近

くもの間取調を受けているのである。確定判決が依拠する４・２６検面が、同時に依



拠する２・１４検面から２か月以上も経っているのは、このような経緯があり、４・

２６検面は、捜査の最終段階において作成されたものであって、検察官が全体のつじ

つま合わせをしたものである（にもかかわらず、整合して解決しきれなかった問題と

して服装の色が、同人の公判証言を契機に浮上することは後述する。）。以上のとおり、

Ｋｒ本人の関与について著しい変遷が認められる捜査段階における供述調書について、

信用性を容易く認めることはできない。

　　　　 争争争争点点点点ととととししししててててのののの犯犯犯犯人人人人識識識識別別別別根根根根拠拠拠拠

以上のように、Ｋｒ供述には容易く信用できない特徴があることことに加えて、同

人は、本件当時、群馬工業高等専門学校の３年生で、申立人とは本件当日初めて会い、

申立人の顔も同日初めて見たものであり、既知の間柄では全くなく、しかも申立人は

当日「みなかみ」と名乗っており、申立人を「星野」という名前では認識してはいな

かった。したがって、「星野」という氏名による特定をした供述は、根本的に信用でき

ない。

すなわち、逮捕当日のＫｒの２・２員面によれば、「九、私のこの 一一月一四日の

任務は、軍団長か何かの当日の私達組織の重要人物である偽偽偽偽名名名名でででで『『『『みみみみななななかかかかみみみみ』』』』ととととかかかかいいいい

うううう人人人人のののの防防防防衛衛衛衛隊隊隊隊のののの一一一一員員員員ででででししししたたたた」（１５丁）となっている。つまりＫｒは、少なくとも２月

２日の時点では、「みなかみ」なる人物が「星野」であるとの認識は１１・１４当日に

はなかった、と供述しているのである。

また、Ｋｒは、公判でも次のように証言している（星野４回）。

「その、前の証言で、中野駅ホームで星野文昭という人の姿は見たと言われま

したね。

はい。

その人は、今、この法廷にいる被告人ですか。

確定しがたいです。というのは、当日初めて会ったわけですね。初め

て会って、それほど、顔を時間的に見ていないということが一つあ

ります。それともう一つは星星星星野野野野文文文文昭昭昭昭とととといいいいうううう名名名名前前前前をををを聞聞聞聞いいいいたたたたののののはははは、、、、そそそそここここ



にににに参参参参加加加加ししししたたたた人人人人がががが星星星星野野野野文文文文昭昭昭昭だだだだとととといいいいううううふふふふううううにににに確確確確定定定定的的的的にににに聞聞聞聞いいいいたたたたののののはははは、、、、取取取取調調調調

べべべべのののの段段段段階階階階だだだだっっっったたたたわけですね。それより以前に、高経大生のＯｏ君か

ら、一応チラッと名前を聞いているわけですけれども、そのときは、

別段、名名名名前前前前ととととかかかかをををを気気気気ににににししししてててていいいいたたたたとととといいいいううううここここととととははははななななかかかかっっっったたたたです。

その時に、星野さんという人は、機動隊員の左斜め前にいたと、前回の証言

では、そうなってるんですが、これは左斜め前で間違いありませんか。

星星星星野野野野ささささんんんんがががが、、、、とととといいいいううううここここととととでででですすすすけけけけどどどど、、、、要要要要すすすするるるるにににに、、、、そそそそのののの場場場場でででで見見見見てててていいいいるるるるののののはははは、、、、

ぼぼぼぼくくくくがががが見見見見てててていいいいるるるるののののはははは、、、、ききききつつつつねねねね色色色色のののの背背背背広広広広のののの上上上上下下下下をををを着着着着たたたた人人人人でででですすすすかかかか。。。。中中中中肉肉肉肉

中中中中背背背背とととといいいいうううう感感感感じじじじのののの人人人人でででですすすすねねねね。。。。そそそそのののの人人人人がががが鉄鉄鉄鉄パパパパイイイイププププをををを持持持持っっっってててて殴殴殴殴っっっっててててるるるるのののの

をををを見見見見ててててるるるるとととといいいいうううう形形形形でででではははは供供供供述述述述ししししたたたたわけです。それに対して、警察官あ

るいは検察官は、それはだれかということを聞かれたわけですね。

ところが、その現場でほとんど初めて会った人たちばかりなわけで

すね。すると、人物として特定しがたいわけですね。それに対して、

じゃ、お前の記憶の範囲で名前を知っているというか、見たことの

ある人間をあげろということだったわけですね。そのとき、星星星星野野野野ささささ

んんんんだだだだっっっったたたたんんんんじじじじゃゃゃゃなななないいいいかかかかという、その人、きつね色の上下を着た人で

すね。それに対して、ほほほほかかかかのののの人人人人間間間間もももも言言言言っっっってててていいいいるるるるかかかからららら、、、、そそそそれれれれはははは間間間間違違違違いいいい

なななないいいいだだだだろろろろううううということで、調書に記載されていったという過程を一

応、ふまえておいてください。」（星野４回）

「ほかの人間も言っているから、それは間違いないだろう」というのは、Ｋｒには

他の人間が何を供述しているか知る由もないから、捜査官の発言であることは明らか

である。そして、Ｋｒは、上記のとおり、星野文昭の名前を確定的に聞いたのは取調

の段階であると証言しており、結局、殴打行為者は「星野」ではないかとの名前を捜

査官から受け、それに迎合・誘導を受けたことは上記証言からも明らかである。

さらに、Ｋｒを取り調べた警察官である石井紘三も、「星星星星野野野野くくくくんんんんにににに対対対対ししししててててはははは、、、、ククククリリリリーーーー

ムムムム色色色色とととといいいいううううだだだだけけけけでででで、、、、星星星星野野野野くくくくんんんんとととと言言言言っっっってててていいいいたたたたとととといいいいううううよよよよううううななななここここととととででででももももななななかかかかっっっったたたたように私は



記憶してるんですが。」（控訴審１９回）と証言している。

そして、Ｋｒは、１９８０年１１月２８日第三次破防法裁判第５５回公判Ｋｒ証言

（新証拠）において、当時申立人が偽名を使用していたこと、星野という名前は取調

で教えられたことを証言している。

        検察官尋問

「大分たくさんいたようですけれども、指揮をする者はいたんですか。

                    はい、いました。

名名名名前前前前はははは記記記記憶憶憶憶あああありりりりまままますすすすかかかか。。。。

当当当当時時時時、、、、偽偽偽偽名名名名ででででししししかかかか記記記記憶憶憶憶ししししててててななななかかかかっっっったたたたんんんんでででですすすすがががが、、、、取取取取調調調調べべべべでででで星星星星野野野野ささささんんんんとととといいいい

うううう方方方方だだだだとととと

その人だけですか、指揮者は、

何人かいたとおもうんですが、

          取取取取調調調調べべべべ受受受受けけけけたたたた段段段段階階階階でででで星星星星野野野野とととといいいいうううう名名名名前前前前ははははわわわわかかかかっっっったたたたとととと言言言言いいいいままままししししたたたたねねねね。。。。

ははははいいいい。。。。」（２６丁）

以上によれば、少なくとも、確定判決が依拠するＫｒの４・２６検面における「星

野が殴っていた」とする供述は、Ｋｒが申立人を「星野」という名前で認識していな

い上、Ｋｒの供述を正確に録取したとはいえない。「星野」という名前が出た理由・経

緯、「星野」と特定した理由がいっさい不明だからである。

したがって、Ｋｒが、「星野」という名前で特定した犯人識別経緯、犯人識別根拠が

争点となるのである。

識別根拠の説明のないままでの「星野」との「氏名による特定」は、Ｋｒの２・１

４検面でも明らかである。すなわち、Ｋｒは、機動隊員を殴っていた者をＡないしＧ

と名付けた上で、Ａを道案内の男、ＣないしＧを不明としながら、以下のとおり、Ｂ

だけを識別根拠なく「星野」と断定しているのである。

「この三人に追い抜かれたころ、前方約一○メートル位の米屋のシャッターの所

では、機動隊員が四，五人からはげしく殴られていました。略図でＡＢＣＤと



記載したのが殴っていた男達で

Ａは道案内の男

ＢＢＢＢはははは星星星星野野野野

Ｃは不明

Ｄは不明

です。

Ａの道案内の男は長さ三、四○センチ位の黒いバール（一方の先端が曲ってク

ギを抜くのに使用し、他方の先端が薄くなっている物）をふり上げてはげしく

機動隊員を殴りつけていました。

ＢＢＢＢのののの星星星星野野野野は長さ四、五○センチ位の鉄パイプをふりかぶって同じように機動隊

員を殴りつけていました。

ＣとＤはどちらか一方が長さ一メートル位の竹竿を持ち、一方が何かは分から

なかったが、何かの武器を持っており、二人ともＡ，Ｂと同じく機動隊員を殴

りつけていました。

前回供述したように、ヘルメットがコンクリートの床に落ちた時のような音や、

竹が身体に当る時のような音をたてており、めった打ちに殴りつけていたので

す。

以上が略図②の状況です。

四 続いて私を追い抜いたＥ、Ｆ、Ｇの三人が、機動隊員に一斉に飛びかかり

竹竿や鉄パイプで殴り始めたのであります。つまり最初めった打ちにしていた

Ａ、Ｂ、Ｃ、ＤにＥ、Ｆ、Ｇが加わって七人位で機動隊員を殴り続けたのです。

この時、ＢＢＢＢすすすすななななわわわわちちちち星星星星野野野野が鉄パイプで機動隊員を殴りつけながら

殺せ、殺せ

とかすれたような異様な声で叫び続けていたのが印象的でした。

この時、機動隊員がどういう状態であったかは、ＡＢＣＤＥＦＧの姿に隠され

ていたので良く分りません。



いったい、Ｋｒは何を根拠に「星野」という名前で断定したのか。この点、２・１

６員
、
面
、
には次のとおりある（控訴審において開示）。

          「顔を覆っている手を、ううううすすすすいいいいククククリリリリーーーームムムム色色色色のののの背背背背広広広広のののの人人人人がががが鉄パイプでしきりに殴り

つけていました。この時、ここここののののよよよよううううなななな服服服服装装装装のののの人人人人はははは星星星星野野野野ささささんんんんししししかかかかいいいいなななないいいいののののでででで、、、、顔顔顔顔

はははは見見見見てててていいいいまままませせせせんんんんがががが、、、、ここここのののの殴殴殴殴っっっってててていいいいたたたた人人人人はははは星星星星野野野野ささささんんんんだだだだっっっったたたたとととと思思思思いいいいまままますすすす。」（２・１

６員面８項）

        Ｋｒは、服装の色から申立人と推測して供述しただけなのである。

　　　　 服服服服装装装装のののの色色色色をををを巡巡巡巡るるるる確確確確定定定定判判判判決決決決のののの論論論論理理理理

これに対して、確定判決は、２・１６員面におけるＫｒ供述には、申立人の顔や姿

を見たとの殴打場面の「一回目」の目撃供述と、服装の色を見たに止まり申立人の顔

や姿を現認まではしていない殴打場面の「二回目」の目撃供述の二種類があり、前者

については確定的に申立人を特定し、後者については服装の色から申立人と推測した

と解するのが相当と判示している（確定判決６３頁）。

アアアア 殴殴殴殴打打打打目目目目撃撃撃撃場場場場面面面面はははは「「「「２２２２回回回回」」」」ああああっっっったたたたかかかか？？？？

しかし、Ｋｒが、二回の殴打場面を別に見たとするのは、あまりに技巧的すぎる認

定である。殴打行為は、あくまで連続的に行われているのであって、二回の殴打場面

があったのではなく、一回の殴打場面しかなかった。実際、確定判決でさえ、「４・２

６（検）以外は」一回目か二回目か明確でない供述調書か、もしくは二回目の状況に

ついては触れていないか、触れていないと見るべき供述調書しかないと認めている。

さらに、４・２６検面について、確定判決は、あたかも「二回目」の殴打状況につい

ての供述があるかのように判示している。しかし、４・２６検面を読めばわかるとお

り、Ｋｒは、先頭集団に追いつこうと走っているところで、前方に４，５人の「仲間」

が誰かを殴りつけている場面を見ながら接近し、そのまま遅れて到着した際に、「星

野」の殴打場面を目撃したと「氏名の特定による同被告人の行動に関する供述」をし

た。４・２６検面には、２回の殴打目撃場面があるのではなく、確定判決の言う２・

１６員面における「二回目」の目撃場面しかないのであって、一連の流れの中で一回



の殴打目撃しかないのである。したがって、２・１６員面以外には、２回の殴打目撃

場面を分けた供述の記載された調書はないのであり、このことは、まさに目撃場面が

２回なかったことの証拠でもある。

また、Ｋｒは、確定判決の指摘するとおり、以下のように訂正する。

「（三）調書３９枚目の１５行目から１６行目に私が到着した時、星野が鉄

パイプで殴っていたという部分は、私私私私がががが到到到到着着着着ししししたたたた時時時時ににににはははは、、、、そそそそのののの鉄鉄鉄鉄パパパパイイイイププププ

でででで殴殴殴殴っっっってててていいいいたたたたののののはははは星星星星野野野野だだだだととととまままま
、
だだだだ
、
判判判判
、
っっっっ
、
てててて
、
いいいい
、
まままま
、
せせせせ
、
んんんん
、
でででで
、
しししし
、
たたたた
、
。
、
そそそそ
、
れれれれ
、
がががが
、
判判判判
、
っっっっ
、
たたたた
、
のののの
、

はははは
、
、私がとび込んで竹竿で殴りつけた時、星星星星野野野野がががが鉄鉄鉄鉄パパパパイイイイププププををををふふふふりりりり上上上上げげげげ、、、、

殺殺殺殺せせせせ、、、、殺殺殺殺せせせせとととと叫叫叫叫びびびびななななががががらららら殴殴殴殴りりりりつつつつけけけけてててていいいいるるるるののののをををを見見見見たたたたのです。」（４・２６検

面）

ここで留意すべきは「私が到着した時には、その鉄パイプで殴っていたのは星野だ

とまだ判っていませんでした」という訂正箇所である。４・２６検面によっても、一

つの流れの中での殴打場面しかなく、星野と「判ったのは」、殴打行為者がパイプを振

り上げ、殺せ、殺せと叫びながら殴りつけているのを見た時だとしている。そして、

４・２６検面では省かれているが、上記記載部分と酷似した供述記載のある２・１６

員面によれば、星野と判ったのは、振り上げた殴打行為者の服装の色（声による識別

問題ついては後述）で判ったのである。

さらに重要なことは、４・２６検面において、Ｋｒが「読み聞け」の段階で訂正し

ているということである。確定判決が、２・１６員面で、殴打目撃場面を２回に分け

たのも、服装の色による特定供述の「それ以前の箇所において」（確定判決６２頁）、

既に、格別服装によって特定することなく供述していたことを論拠の一つとしていた。

しかし、２・１６員面においても、４・２６検面のように、当初はいつの間にか捜査

官によって「星野」と記載されてしまったが、録取された経過において、その後、で

きるだけ正確に「星野」と特定した経緯をＫｒなりに説明し直したものであって、そ

れが２回の目撃場面があったかのように記載されてしまったのである。

実際、Ｋｒは、公判でも証言しているとおり、腕を振り上げた殴打行為者の服装の



色ではじめて特定したという点において、２・１６員面、４・２６検面とも一貫して

いる。最初は現認し、二回目は服装の色で特定したなどとの供述や証言は一切ない。

「その時、星野さんという人の姿は見ましたか。

後後後後ろろろろ姿姿姿姿をををを見見見見てててていいいいるるるるよよよよううううにににに記記記記憶憶憶憶ししししてててていいいいまままますすすす。

どこにいましたか。

機動隊員の左斜め前ですか。

何メートルくらいの所。

ほとんどくっついていたんじゃないかと思います。

この人は殴っていたわけですか。

実際に殴って当たる場面を見てるわけじゃないですけど、星野さん

の特徴だったききききつつつつねねねね色色色色のののの上上上上着着着着でででですすすすかかかかのののの腕腕腕腕がががが振振振振りりりり上上上上ががががっっっっててててるるるるののののをををを見見見見てててて

いいいいまままますすすす。」（荒川１９回）

        「そのときに、星野さんという人は、機動隊員の左斜め前にいたと、前回の証

言では、そうなってるんですが、これは左斜め前で間違いありませんか。

              星野さんが、ということですけど、要するに、その場で見ているのは、

ぼぼぼぼくくくくがががが見見見見てててていいいいるるるるののののはははは、、、、ききききつつつつねねねね色色色色のののの背背背背広広広広のののの上上上上下下下下をををを着着着着たたたた人人人人でででですすすすかかかか。。。。中中中中肉肉肉肉

中中中中背背背背とととといいいいうううう感感感感じじじじのののの人人人人でででですすすすねねねね。」（星野４回）

「服装についてはどうなんでしょうかね。今のあなたの記憶を素直に言ってく

れと言えば、やっぱり服装はクリーム色もしくはきつね色系統の、そういう

記憶なんですか。

記憶というのは ほとんどなかったんですね。そのころだれがどう

こうというその１１・１４に関してあまりその、まあ、外を見るよ

うな余裕というのはそれほど持ってたわけではありません。で、記

憶自体が転々としてあったわけです。で、星星星星野野野野ささささんんんんのののの服服服服装装装装ががががそそそそのののの色色色色

だだだだとととといいいいううううここここととととににににななななっっっったたたたののののはははは、、、、一一一一つつつつははははそそそそのののの事事事事件件件件のののの現現現現場場場場ででででそそそそののののききききつつつつねねねね色色色色

のののの上上上上下下下下のののの服服服服装装装装ををををししししたたたた人人人人ががががいいいいててててななななぐぐぐぐっっっってててていいいいたたたたとととといいいいうううう記記記記憶憶憶憶ががががああああるるるるとととと」（確



定審７回）

したがって、確定判決が、２・１６員面の申立人の殴打目撃場面を２回に分けて、

１回目は現認したから「星野」と識別ができ、２回目は現認までできなかったから服

装の色で「星野」と推測したとする論理自体が、全く前提事実に反するのである。

そもそも、論理的にも、確定判決の言うように、当初殴打行為者を「星野」と特定

していたのであれば、顔が見えなくなったとたん「服装の色」で特定することは不自

然きわまりない。端的に、Ｋｒは、当初から殴打行為者の「服装の色」しか記憶にな

かったのである。

イイイイ 現現現現認認認認すすすすれれれればばばば申申申申立立立立人人人人をををを識識識識別別別別ででででききききたたたたかかかか

また、確定判決は、Ｋｒは、申立人の顔や姿を見れば「星野」と特定できることを

前提にしているが、これも事実に反している。

Ｋｒは次のとおり証言している。

「その、前の証言で、中野駅ホームで星野文昭という人の姿は見たと言われま

したね。

はい。

その人は、今、この法廷にいる被告人ですか。

確確確確定定定定ししししががががたたたたいいいいでででですすすす。。。。とととといいいいううううののののはははは、、、、当当当当日日日日初初初初めめめめてててて会会会会っっっったたたたわわわわけけけけでででですすすすねねねね。。。。初初初初めめめめ

てててて会会会会っっっってててて、、、、そそそそれれれれほほほほどどどど、、、、顔顔顔顔をををを時時時時間間間間的的的的にににに見見見見てててていいいいなななないいいいとととといいいいううううここここととととがががが一一一一つつつつああああ

りりりりまままますすすす。それともう一つは星野文昭という名前を聞いたのは、そこ

に参加した人が星野文昭だというふうに確定的に聞いたのは、取調

べの段階だったわけですね。それより以前に、高経大生のＯｏ君か

ら、一応チラッと名前を聞いているわけですけれども、そのときは、

別段、名前とかを気にしていたということはなかったです。」（星野

４回）

また、次のようにも言っている。

「以上の点について、２月１４日付の検察官調書では、銃を奪えという声がし



た、確か、星野の声だったと思う、というふうに述べていて、そのあと、２

月１８日付では、機動隊員が倒れ、星野が銃を奪えと言ったとき、私の右隣

にいただれかが云々というようになっていて、４月１６日付では、星野の声

だったと思いますが、銃を奪えという声がして云々というふうになってるん

ですがね。

その名前の特定の仕方も同じです。同じですというか、それがだれ

だったかというのは、ぼくは、はっきり覚えてないですけど、取調

べの段階で、それがどういうふうに名前として特定されたのかとい

うのは、かなり記憶しているんですけれども、要するに、そういう

命令をするのはだれかという質問がくるわけですね。それに対して、

実際、そそそそのののの日日日日にににに会会会会っっっったたたた人人人人たたたたちちちちのののの中中中中でででで、、、、声声声声をををを聞聞聞聞きききき分分分分けけけけたたたたりりりり、、、、顔顔顔顔やややや姿姿姿姿、、、、

形形形形をををを見見見見分分分分けけけけたたたたりりりりすすすするるるる人人人人間間間間とととといいいいううううののののはははは、、、、一一一一緒緒緒緒にににに起起起起居居居居ししししてててていいいいたたたた人人人人たたたたちちちちだだだだ

けけけけななななわわわわけけけけでででですすすすね。それで、取調官から、そういう質問があって、そ

ういう号令を出せるのはだれかという質問があって、だれかという

質問があって、だれかというときに、やはり演説なんかやっていた

ということになります。ですから、じゃなかったかという形で、ぼ

くは述べたわけです。それに対して、ほかのやつは、こうこうこう

言ってるけど、お前はどうなんだということで、そういう形で調書

に記載されていったわけですから、名前が特定されてですね。」（星

野４回）

申立人は、１９６７年高経大に入学し、本件が発生した１９７１年には、千葉県三

里塚に常駐し、成田新国際空港反対運動に専念しており、当時群馬工業高等専門学校

の３年生であったＫｒとは接点は一切なく、本件当日にはじめて会い、申立人の顔も

やはり同日はじめて見たのである。したがって、現認して、「星野」という「氏名によ

る特定」はできなかったのである。

ウウウウ ＫＫＫＫｒｒｒｒのののの荒荒荒荒川川川川２２２２１１１１回回回回公公公公判判判判証証証証言言言言ににににつつつついいいいてててて



なお、確定判決は、Ｋｒが、荒川２１回において、弁護人から、同人の供述調書中

に機動隊員が４，５人に殴られていたとあるが、その中に申立人がいたことを確定し

うるか、と問われたのに対し、これを「肯定」していることを根拠に挙げている。

しかし、Ｋｒは、荒川１９回において、検察官の質問に対して、次のように証言し

ていたのである。

「その時、星野さんという人の姿は見ましたか。

後後後後ろろろろ姿姿姿姿をををを見見見見てててていいいいるるるるよよよよううううにににに記記記記憶憶憶憶ししししてててていいいいまままますすすす。

どこにいましたか。

機動隊員の左斜め前ですか。

何メートルくらいの所。

ほとんどくっついていたんじゃないかと思います。

この人は殴っていたわけですか。

実際に殴って当たる場面を見てるわけじゃないですけど、星野さん

の特徴だったききききつつつつねねねね色色色色のののの上上上上着着着着でででですすすすかかかかのののの腕腕腕腕がががが振振振振りりりり上上上上ががががっっっっててててるるるるののののをををを見見見見てててて

いいいいまままますすすす。」（荒川１９回）

そして、前記「確定しうるか」と質問されて「はい」と答えた荒川２１回において

も、次のようにも証言している。

「最初に機動隊員をつかまえていた４、５人のうち、あなたが星野だと言って

いる男の服装は。

ちょうどこんな色（発言台の色を示す）の上下ですね。きつね色と

言いますかね。あと、声ですね。」（荒川２１回）

したがって、あくまでも、Ｋｒは、顔などを現認したわけではなく、後ろ姿などか

らきつね色の服装を着た男が殴打している場面を見たことを前提に、そのきつね色の

服装を着た男が申立人だと主張しているのである。とすれば、服装の色が異なれば、

確定判決が引用する前記Ｋｒ供述の「肯定」自体が根本的に信用できなくなるのは当

然である。



      エエエエ 「「「「防防防防衛衛衛衛隊隊隊隊」」」」ににににつつつついいいいてててて

また、確定判決は、Ｋｒは、本件当日中野駅において、申立人の防衛隊員を命じら

れ、その後、申立人の身辺で行動を共にし、同駅での、申立人のアジ演説の際には、

その肩車までしていることを強調している（確定判決６３頁）。すなわち、Ｋｒは、申

立人を現認すれば「星野」と識別できたというのであろう。

しかし、Ｋｒは次のように証言している。

「この昭和４６年１１月１４日の日に、証人は星野文昭という人のいわゆる防

衛隊というような役目で、その身辺にいたことはありましたね。

はい。

そいうことから、その星野さんという人は、ここにいる被告人であるかどう

かという点は、顔を見てわかりませんか。姿を見たりして。

そうだと言われれば、そうじゃないかと思いますけれども、はっき

りは言えません。」（星野４回）

すでに繰り返し引用したＫｒ供述において、殴打行為者が「星野」であるという氏

名による特定があっても、決して「現認」して氏名を特定したとは供述していないこ

とにも留意すべきである。

そもそも現実には、「防衛隊」という言葉で連想されるような密接な関係はＫｒと

申立人との間にはなかったのである。

「あなたが防衛隊に任命されたときは、奥深山君は居なかったわけですね。

はい。防衛隊に任命されたと言うより、星野さんが電話をかけてくる

とき・・・。

ちょっと付いて来てくれということで行ったわけでしょう。

はい。それで自然に防防防防衛衛衛衛隊隊隊隊とととといいいいうううう名名名名前前前前がががが取取取取調調調調のののの間間間間でででで付付付付いいいいてててていいいいっっっったたたたとい

う気がしますけれども。防防防防衛衛衛衛隊隊隊隊とととといいいいうううう形形形形ででででぼぼぼぼくくくくららららににににななななっっっっててててくくくくれれれれとととと言言言言わわわわ

れれれれたたたた記記記記憶憶憶憶とととといいいいううううののののはははは、、、、ぼぼぼぼくくくくはははは持持持持っっっっててててなななないいいいです。

調べの段階で、それはむしろ調調調調べべべべ官官官官のののの方方方方かかかからららら・・・・・・・・・・・・。。。。



防防防防衛衛衛衛隊隊隊隊とととといいいいうううう名名名名前前前前をををを付付付付けけけけらららられれれれたたたたと思います。」

（荒川２１回）

したがって、特に「防衛隊」なるものとして組織的・計画的に行動をしたことはな

く、中野駅周辺において、せいぜい電話をかけるから付いて来てほしい、肩車をして

ほしいと、なりゆきで声をかけられるようになっただけなのである。実際、Ｋｒは、

申立人の近くにいたまま小田急線の代々木八幡駅までは行ったものの、その後申立人

に先に行かれてしまい、本件現場では完全に申立人とは離れてしまっていたのであっ

て、「防衛隊」としての行動は特に見受けられない。

「その人たちは、ずっと最後まで防衛するという立場にあったのですか。どこら

へんまでそういう役目をやったのですか。

電電電電話話話話ををををかかかかけけけけるるるる時時時時ととととアアアアジジジジ演演演演説説説説ををををすすすするるるる時時時時だだだだけけけけだだだだっっっったたたたと思います。後は、防防防防

衛衛衛衛すすすするるるるとととといいいいうううう意意意意識識識識はははは全全全全然然然然ももももっっっってててていいいいななななかかかかっっっったたたたのですね。」

（荒川２１回）

　　　　 犯犯犯犯人人人人識識識識別別別別根根根根拠拠拠拠はははは服服服服装装装装のののの色色色色だだだだけけけけかかかか

ところで、原決定は、「確定判決もその理由中第二、三、１、（一）、（４）（６２頁

以下）において、説示するとおり、Ｋｒは、所論指摘の員面において申立人を服装の

みで特定したかのような供述をしているが、同じ員面のその供述箇所より前の箇所で

は、申立人が鉄パイプで機動隊員の頭部を殴っており、かすれた異様な声で『殺せ、

殺せ。』と叫んでいた旨供述していたところ、Ｋｒは、本件当日中野駅において申立人

の防衛隊を命ぜられ、以後神山派出所付近まで申立人に近接して行動しそのアジ演説

等を聞く機会があったのであって、その証言においても申立人を特定する根拠として

服装のほかその声を挙げているのである。」と判示して、犯人識別根拠として、声も挙

げているから、Ｋｒの申立人特定は信用できるとしている。

しかし、Ｋｒの核心的な犯人識別根拠は服装の色であることは、すでに引用してき

た供述に明らかである。したがって、その核心部分について信用性が弾劾された以上、

突然、傍流的な根拠である声による特定をもって、確定判決の証拠構造の脆弱性を救



済することは許されない。これでは、事実上の、証拠構造の組み替えである。

そもそも、声による人物特定は、きわめて不確かである。実際、確定判決でさえ、

Ｏｓが「殺せ、殺せ」と発言していたことを認定しており、仮にＯｓが発していたと

したら、Ｏｓと申立人の声を、混乱して騒然としていた本件現場で識別できるか大い

に疑問である。当日にはリーダー格は何人もおり、多数のデモ参加者のいる現場で、

多数の者が大声を上げることはよくあることであって、それにより「かすれ声」にな

ることもまた容易に想像される。

しかも、Ｋｒの言う声による特定が何を意味するかが問題となる。「かすれ声」も、

あるところでは「甲高い声」であったりしており、特定個人に特徴的な声であるとは

いえない。

むしろ、Ｋｒは繰り返し、号令を出すのは誰かという形で質問を受けたと言ってお

り、これからすれば、声の質そのもので特定したのではなく、声を出すのは指揮者だ

から申立人の声であると特定したと解するのが自然である。

　　　　 小小小小括括括括

以上によれば、確定判決の証拠構造は、物証や第三者目撃証言もなく、少年であり

共犯者であるＫｒの供述に依拠していて、きわめて脆弱であるだけでなく、Ｋｒの犯

人識別供述の内容も、犯人識別根拠として服装の色と声と指揮者性が挙げるが、服装

の色以外は、いずれも申立人を特定するには他との混同の可能性が極めて高く、結局、

服装の色による特定が核心的部分である。

２２２２ 申申申申立立立立人人人人がががが中中中中村村村村巡巡巡巡査査査査をををを殴殴殴殴打打打打ししししてててていいいいたたたたととととすすすするるるるＫＫＫＫｒｒｒｒ供供供供述述述述のののの虚虚虚虚偽偽偽偽性性性性

以上を踏まえて、旧新両証拠によって再検討する。

　　　　 ＫＫＫＫｒｒｒｒがががが目目目目撃撃撃撃しししし、、、、認認認認識識識識ししししてててていいいいたたたた「「「「中中中中村村村村巡巡巡巡査査査査をををを殴殴殴殴打打打打ししししてててていいいいたたたた人人人人物物物物」」」」ははははああああくくくくままままででででもももも「「「「ききききつつつつ

ねねねね色色色色のののの服服服服をををを着着着着てててていいいいたたたた男男男男」」」」ででででああああるるるるこここことととと

アアアア ＫＫＫＫｒｒｒｒ供供供供述述述述及及及及びびびび新新新新証証証証拠拠拠拠

    （ア）すでに検討したとおり、Ｋｒは公判証言はもとより、捜査段階から、殴打行為者

は、きつね色系の服装を着ていた男であると供述している。もう一度確認すると、



Ｋｒは、次のように供述している。

●●●●１１１１９９９９７７７７２２２２年年年年２２２２月月月月１１１１６６６６日日日日付付付付警警警警察察察察官官官官調調調調書書書書

「ううううすすすすいいいいククククリリリリーーーームムムム色色色色のののの背背背背広広広広のののの人人人人がががが鉄パイプでしきりに殴りつけていました。この時、

このような服装の人は星野さんしかいないので、顔は見ていませんが、この殴っ

ていた人は星野さんだったと思います。」

●●●●１１１１９９９９７７７７４４４４年年年年一一一一審審審審荒荒荒荒川川川川１１１１９９９９回回回回公公公公判判判判弁弁弁弁護護護護人人人人尋尋尋尋問問問問

「その時、星野さんという人の姿は見ましたか。

後ろ姿を見ているように記憶しています。

どこにいましたか。

機動隊員の左斜め前ですか。

何メートルくらいの所。

ほとんどくっついていたんじゃないかと思います。

この人は殴っていたわけですか。

実際に殴って当たる場面を見てるわけじゃないですけど、星野さんの特

徴だったききききつつつつねねねね色色色色のののの上上上上着着着着でででですすすすかかかかのののの腕腕腕腕がががが振振振振りりりり上上上上ががががっっっっててててるるるるののののをををを見見見見てててていいいいまままますすすす。」

●●●●１１１１９９９９７７７７４４４４年年年年９９９９月月月月１１１１９９９９日日日日一一一一審審審審荒荒荒荒川川川川２２２２１１１１回回回回公公公公判判判判弁弁弁弁護護護護人人人人尋尋尋尋問問問問（（（（２２２２６６６６丁丁丁丁））））

        「最初に機動隊をつかまえていた四、五人のうちあなたが星野だと言って

いる男の服装は。

              ちょうどこんな色（発言台の色を示す）の上下ですね。ききききつつつつねねねね色色色色とととと言言言言いいいいまままま

すすすすかかかかねねねね。」

        ●●●●１１１１９９９９７７７７６６６６年年年年３３３３月月月月２２２２３３３３日日日日一一一一審審審審星星星星野野野野４４４４回回回回公公公公判判判判検検検検察察察察官官官官尋尋尋尋問問問問（（（（６６６６丁丁丁丁））））

        「そのときに、星野さんという人は、機動隊員の左斜め前にいたと、前回 の

証言では、そうなってるんですが、これは左斜め前で間違いありませ んか。

              星野さんが、ということですけど、要するに、その場で見ているのは、ぼ

くが見ているのは、ききききつつつつねねねね色色色色のののの背背背背広広広広のののの上上上上下下下下をををを着着着着たたたた人人人人でででですすすすかかかか。。。。中中中中肉肉肉肉中中中中背背背背とととと

いいいいうううう感感感感じじじじのののの人人人人でででですすすすねねねね。」



●●●●１１１１９９９９８８８８２２２２年年年年２２２２月月月月１１１１５５５５日日日日確確確確定定定定審審審審７７７７回回回回公公公公判判判判弁弁弁弁護護護護人人人人尋尋尋尋問問問問（（（（３３３３４４４４丁丁丁丁））））

「服装についてはどうなんでしょうかね。今のあなたの記憶を素直に言ってくれと

言えば、やっぱり服装はクリーム色もしくはきつね色系統の、そういう記憶なん

ですか。

記憶というのは ほとんどなかったんですね。そのころだれがどうこう

というその１１・１４に関してあまりその、まあ、外を見るような余裕

というのはそれほど持ってたわけではありません。で、記憶自体が転々

としてあったわけです。で、星野さんの服装がその色だということにな

ったのは、一つはそそそそのののの事事事事件件件件のののの現現現現場場場場ででででそそそそののののききききつつつつねねねね色色色色のののの上上上上下下下下のののの服服服服装装装装ををををししししたたたた人人人人

ががががいいいいててててななななぐぐぐぐっっっってててていいいいたたたたという記憶があると」

以上のとおり、Ｋｒは、捜査段階から一貫して、自分が目撃した事実は、本件現

場において、「きつね色の背広の上下を着た人」が同巡査を殴打していたという事

実であって、この「きつね色」ないしは「うすいクリーム色」の背広の上下を着て

いた人物が申立人であるかどうかについては、何ら確信はない旨を証言しているの

である。

（イ）また、今回、新証拠として提出した２００１年６月１７日付けＫｒ陳述書でも、「誓

って申し上げますが、中村巡査殴打現場に『きつね色の服を着た人間』がおり、そ

の人が鉄パイプで中村巡査を殴打していたことは間違いありませんが、その人が星

野さんではないこともまた、絶対に間違いありません」と述べている（なお、「き

つね色の服を着た人間」が申立人ではないことについての論証は後述する。）。

　　　　 当当当当時時時時のののの他他他他のののの目目目目撃撃撃撃者者者者証証証証言言言言

そして、そのＫｒの記憶が正しいことは、実は公判に顕出された客観的な目撃供述

によっても明らかにされているのである。

アアアア 都都都都民民民民交交交交通通通通整整整整備備備備士士士士ＡＡＡＡｔｔｔｔ目目目目撃撃撃撃供供供供述述述述

        事件当日、中村巡査殴打現場から７０メートル手前にあった都民交通の

整備士であったＡｔ（以下「Ａｔ」という。）は、極めて詳細にデモ隊員による中



村巡査追跡、捕捉、殴打の一連の過程を目撃したとして、事件後１５日目に以下の

ように供述している。

●●●●１１１１９９９９７７７７１１１１年年年年１１１１１１１１月月月月２２２２９９９９日日日日付付付付検検検検面面面面

「１０人位が一団でとなった機動隊員が神山交番の方から東急デパート方

面に駆けておりました。彼らの駆け方は、疲れているのか着衣が重いのかわかり

ませんがまるでマラソンをしている様に遅かった感じでした。

するとその後方４０米位のところを白いヘルメットをかぶった学生らしい集団

が、手に手に火炎瓶や長い棒の様な物を持って追っ駆けて来ました。先ほど申し

たとおり機動隊員の駆け方は、非常に遅かったのですが追っ駆けている集団は、

身軽のためかすごい速さでした。

（中略）

それらが会社の前を通過してからは、私も窓から身をのり出して東急方面を見

ておりました。」（４丁～５丁）

すなわち、同人は、詳細な本件現場の目撃を行い、都民交通前をデモ隊員らが通過

してからも「窓から身をのり出して」注意しながら追尾し、殴打現場での状況を以下

のように詳しく供述している。

「六 私の会社から六〇米位東急方向に寄った所に近藤というパン屋があ

ってそこは交差点になっておりますが、逃げた機動隊員中八名位は、その交差点

を左折して私から見えなくなりました。

  しかし、最後尾で逃げていた二人の隊員中一人の隊員がものすごい速さで追っ

ていた学生風の男に追いつかれたらしく、パン屋の前辺りで長さ一米五〇糎から

二米位の竹竿の様な物で右肩付近をなぐりつけられました。

そのため、その隊員は、後を振り返り、その男に抵抗しているように見えまし

たが、そこへ五名位の白いヘルメットをかぶった男、その中の一人は、ヘルメッ



トなしでしたが、追いつき機動隊員と乱闘となりました。

その隊員は、盾や武器は、持っていなかったように思いますが、五、六人の男

達に棒の様な物で体中をなぐられている様子で、やがてその場に倒れてしまいま

した。

  六（ﾏﾏ）その頃白いヘルメットの後続集団二、三〇名がその現場に追い

つき先の男達と一緒になって倒れた機動隊員を真中に取り囲み円陣を張りまし

た。」（６丁から８丁）

Ａｔは、以上のように、詳細な殴打現場目撃状況を供述した後、殴打行為者の特

長を具体的に供述している。すなわち、

    「一番初めに、すごい速さで機動隊員を追い駈け、持っていた二米近い竹

竿の様な物で隊員をなぐった男は、前前前前にににに黒黒黒黒字字字字でででで反反反反戦戦戦戦とととと書書書書いいいいたたたた白白白白ヘヘヘヘルルルルメメメメッッッットトトトををををかかかかぶぶぶぶ

りりりり身長は、私私私私とととと同同同同じじじじ位位位位にににに見見見見ええええたたたたののののでででで一一一一七七七七八八八八セセセセンンンンチチチチ位位位位、少しやせ型の年令二二、三

才タオルで覆面をし、その両端を下にさげておりました。メガネをかけていたか

どうかはっきりせず、着着着着衣衣衣衣はははは黄黄黄黄土土土土色色色色のののの作作作作業業業業着着着着かかかか背背背背広広広広ののののよよよよううううなななな上上上上着着着着にＧパン、色の

ついているズック靴、左脇下に火炎瓶らしい物をかかえていた男性でありました。

つづいて追っていた五名位の連中は一人だけヘルメットがなかったのですが、

他の者は、反戦又は中核と書いた白ヘルメットをかぶっておりました。  

その中で特徴のある者の一人は、髪を七・三に右に分け、身長一七八センチ位、

マスクをかけ黒っぽい半コート黒ズボン姿の二〇才位の男性および身長一七五セ

ンチ位、茶とネズミ色を混ぜたようなブレザーコートを着たうえＧパンをはいて

いた男性と身長一六五センチ位の背のやや低い男で黒っぽいコートを着てマスク

かタオルで覆面をしていた男性でありました。」（１１丁～１３丁、強調は弁護

人）          

        Ａｔが最も特徴的人物としてあげている「すごい速さで」機動隊員を捕捉し殴打



した人物の着衣を「黄土色」という「きつね色」系として供述しており、Ｋｒの供

述調書（新証拠を含む）及び公判証言と一致している。

なお、Ａｔは、反戦と書かれたヘルメットを被っていたと供述しているが、申立

人は、「中核」と書かれたヘルメットを被っており（１９８４年２月２９日付上告

趣意書）、これは、星野公判に提出された警察が撮影した写真でも確認できる。こ

の点において決定的に、「黄土色」の服装を着た殴打行為者が、申立人とは異なる

ことは明らかである。

イイイイ  建建建建築築築築板板板板金金金金業業業業ＦＦＦＦｓｓｓｓのののの目目目目撃撃撃撃供供供供述述述述

        次に、同じく第三者の目撃者として、建築板金業Ｆｓ（以下「Ｆｓ」という。）の

中村巡査殴打場面の詳細な目撃供述がある。

Ｆｓは本件当日車で白洋舎路地から走行中に事件に遭遇し、車を中村巡査殴打現

場十字路を右折して駐車後、統一教会前十字路角から目撃したとして、事件後９日

目に検察官に対して以下のように供述している。

●●●●１１１１９９９９７７７７１１１１年年年年１１１１１１１１月月月月２２２２３３３３日日日日付付付付検検検検面面面面

「一〇人位の機動隊員を追いかけてくる五〇人位の白ヘル集団を認めまし

た。追いかけられた機動隊員は私の前方にかけて来て一名を除いて全員が交差点

を左に曲がって逃げていきましたが、一番後からかけてきた機動隊員一人が図面

に食料品店と印した店の前で先頭をかけてきた一五、六人の白ヘルの者に取り囲

まれてしまいました。」（同２丁）

「三、機動隊員一名が捕ってからの状況を申し上げますと、私が作成した

図面の①で見ていたのですが、機動隊員一名は図面に×と印した地点で背中を食

料品店のシャッターに向けその回りに一五、六人の白ヘルの学生と思われる者が

取りまき、その前にいる七人位の者が角材や竹やりで機動隊員を一せいに突いた

り殴ぐったりしました。」（同２丁）

      



そして、Ｆｓは、特に印象の深い者として、以下の人物をあげている。

        「ヘルをかぶっていたかどうかよく判りませんが、長髪で身長１７０セン

チ位、細面青白い顔でベベベベーーーージジジジュュュュのののの薄薄薄薄いいいいココココーーーートトトトをををを着着着着たたたた男が図面に A と印した地点で

警棒を振って機動隊員の頭を何回も殴ぐり

          つけていたことです。」（同３丁）

        「 そうしているうちに白ヘルをかぶった茶茶茶茶っっっっぽぽぽぽいいいいジジジジャャャャンンンンババババーーーーをををを着着着着用用用用ししししたたたた

タオルで覆面した男が B と印した地点に中腰になり、」（同４丁）

Ｆｓも、やはり、中村巡査を殴打していた者の中で印象深い者として、「ベージュ」

の色の服を着ていた者を挙げており、やはり、Ｋｒが供述調書及び公判証言で指摘

した「きつね色」系の色と一致しているのである。

　　　　 殴殴殴殴打打打打者者者者のののの服服服服装装装装のののの色色色色

      以上のとおり、Ｋｒのみならず、何の利害関係も有しない一般目撃者であるＡｔ、

Ｆｓ両氏が揃って、「きつね色」と同系統の色の服を着ていた男が中村巡査を殴打して

いたことを供述していることはきわめて重要であり、中村巡査殴打現場において、鉄

パイプで同巡査を殴打していたのは、「きつね色の服を着た男」であることは客観的に

明らかである。

したがって、Ｋｒが同巡査殴打現場で目撃したのは、「きつね色の服を着た男」が同

巡査を殴打していた場面であることに疑いを差し挟む余地はない。

　　　　 殴殴殴殴打打打打行行行行為為為為者者者者のののの服服服服装装装装のののの色色色色にににに関関関関すすすするるるる確確確確定定定定判判判判決決決決のののの認認認認定定定定

そして、確定判決も、「中村巡査殴打という特異な状況下における認識として、同被

告人の服装の色に関する記憶が維持されていたものと言うべく、またその認識に、他

との混同があるとも解し難い。」（同２２４頁）とあるとおり、Ｋｒが目撃したという

殴打行為者の服装の色を、Ｋｒの供述のように、きつね色系と認めている。

そこで、この「きつね色の服を着た男」は申立人であったのか否か、が次に検討さ



れねばならない。

３３３３ 申申申申立立立立人人人人がががが本本本本件件件件当当当当時時時時着着着着用用用用ししししてててていいいいたたたたののののはははは薄薄薄薄青青青青色色色色のののの背背背背広広広広ととととググググレレレレーーーーののののズズズズボボボボンンンンででででああああっっっったたたた こここことととと

これまでも、申立人は、再審請求書及び異議申立補充書の中で、本件当日の

申立人の服装は、薄青色の背広、グレーのズボンであったことは主張してきたが、その

根拠となるものは、基本的には、申立人自身の供述に拠るものであった。

しかし、今回、極めて信用性客観性の高い証拠が発見され、この点も客観的に特定で

きるに至ったのである。

　　　　 申申申申立立立立人人人人自自自自身身身身のののの当当当当日日日日のののの服服服服装装装装ににににつつつついいいいててててのののの供供供供述述述述等等等等

    ①①①①１１１１９９９９８８８８４４４４年年年年２２２２月月月月２２２２９９９９日日日日付付付付申申申申立立立立人人人人上上上上告告告告趣趣趣趣意意意意書書書書（（（（１１１１４４４４～～～～１１１１５５５５頁頁頁頁））））

        「  私の当日の服装は、上着は、ジーパンを洗って薄くなったような抑え た

色合いの薄薄薄薄青青青青色色色色ののののブブブブレレレレザザザザーーーーで、ウエストの部分が細めになっていてス ポーテイな

形のもの。ズズズズボボボボンンンンはははは、、、、色色色色はははは薄薄薄薄いいいいググググレレレレーーーーで、形はストレートの もの。シャツは白の

ワイシャツで、ネクタイは青地の地の中央部に約１ ０センチ幅の薄い黄色と薄いグ

レー横斜めの縞が入ったもの。そして、 銀メッキのネクタイピンをしていた。靴は

こげ茶か黒の短革靴で、黒ぶ ちのメガネをかけていた。コートはなし。後で、「中

核」と書かれた白 ヘルメットを被り、白マスクをかけた。

私は、神山交番前での機動隊とデモ隊との衝突の状況を撮影した中村

撮影報告書２２の４に写っています。神山交番となりのシャッターの前 で左足をの

ばして走っているのが私です。」

②②②②２２２２００００００００１１１１年年年年１１１１２２２２月月月月２２２２００００日日日日付付付付けけけけ「「「「星星星星野野野野文文文文昭昭昭昭ととととのののの面面面面会会会会報報報報告告告告書書書書」」」」（（（（新新新新証証証証拠拠拠拠））））

申立人の妻である星野暁子は、申立人との面会の際、３度にわたり、申

立人に対し、大日本インキ化学発行の「PRO CESS CO LO R NO TE」ないし財団

法人日本規格協会が出版している「ＪＩＳ色名帳」を示して、本件当日の申立人の

服装の色を特定させたところ、ブレザーは、「PRO CESS CO LO R NO TE」の「Ｃ

Ｎー２３８０Ｐ」、ズボンは、「ＣＮー５４６ー１／２Ｐ」であることが示された。

これらは、上記①の申立人の供述と一致するものであった。



　　　　 本本本本件件件件デデデデモモモモ参参参参加加加加者者者者のののの申申申申立立立立人人人人のののの服服服服装装装装にににに関関関関すすすするるるる各各各各供供供供述述述述

    ①①①① ＡＡＡＡｙｙｙｙ２２２２・・・・１１１１４４４４検検検検面面面面

        「星野さんの服装は薄薄薄薄水水水水色色色色ブブブブレレレレザザザザーーーー、、、、ググググレレレレーーーーズズズズボボボボンンンン、黒短靴、黒縁メガネ

（つるが金属製）」（１１～１２丁）

      ②②②② ＩＩＩＩｔｔｔｔ２２２２・・・・１１１１００００検検検検面面面面

        「星野さんは、黒ぶち眼鏡、Ｙシャツ、ネクタイ、灰灰灰灰色色色色ののののよよよよううううななななブブブブレレレレザザザザーーーー、、、、ややややゝゝゝゝ同同同同

色色色色ののののズズズズボボボボンンンンという身なりでした」（１２丁）

③③③③ ＡＡＡＡｒｒｒｒ４４４４・・・・１１１１２２２２検検検検面面面面

「星野さんの服装は、空空空空色色色色ののののブブブブレレレレザザザザーーーー、、、、紺色のネクタイ、白白白白っっっっぽぽぽぽいいいいズズズズボボボボンンンン、、、、

          黒っぽい革靴でした。」（１７丁）

④④④④ 小小小小括括括括

以上のとおり、本件当日、申立人の身近にいたとされるＡｙ、Ｉｔ、Ａｒは全員、

申立人の当日の服装について、申立人と同様の供述を捜査段階から行っていたこと

が認められる。

　　　　 警警警警察察察察官官官官のののの供供供供述述述述及及及及びびびび捜捜捜捜査査査査記記記記録録録録にににによよよよるるるる申申申申立立立立人人人人のののの服服服服装装装装

本件公判廷において調べられた証拠及び関連事件の捜査記録から、捜査機関自身が、

申立人の本件当日の服装について申立人の上記供述どおりであったことを確認してい

ることが今回明らかとなった。これらの供述調書及び捜査記録によれば、本件デモ隊

を追尾し監視していた警察官が、申立人の服装について視認した、というのである。

すなわち、警察官が、その任務として申立人の服装を視認したのであるから、その客

観性は極めて高いことはいうまでもないところであり、これらの証拠により、申立人

の服装についても客観的に特定することができるのである。

      ①①①① １１１１９９９９７７７７１１１１年年年年１１１１１１１１月月月月１１１１８８８８日日日日付付付付牟牟牟牟田田田田和和和和正正正正検検検検面面面面

        牟田和正は、当時、警視庁公安総務課第六係主任であり、同警部高尾太 郎

の命令によって、私服で中核派学生等の動きを視察する目的で、事件当 日午後２時３

４分頃から国電中野駅ホーム上、集団から３～４メートル離 れて視察しており、上記



検面は、その様子を検察官に供述したものであっ て、その正確性は極めて高い。これ

によると、申立人の服装は、

        

「指導者は二十一、二才、やせ型、小柄な男でした。顔はやや面長色白で黒

ブチメガネをかけ髪は七・三位にわけ、油気はないようですがきちんと

整っておりました。ううううすすすす青青青青色色色色のののの背背背背広広広広上着白ワイシャツ濃いえんじ色のネ

クタイ長いネクタイピンをしていました。」（７丁）

とのことであり、申立人自身の供述とほぼ一致しているのである。なお、

上記の状況は、中野駅ホームで、申立人が肩車されて、アジ演説を行ったときのも

のであり、この時に演説をしたのが申立人であることに争いはない。

②②②② １１１１９９９９７７７７１１１１年年年年１１１１２２２２月月月月１１１１１１１１日日日日付付付付高高高高尾尾尾尾太太太太郎郎郎郎作作作作成成成成「「「「総総総総括括括括捜捜捜捜査査査査報報報報告告告告書書書書」」」」（（（（新新新新証証証証拠拠拠拠））））

        この報告書は、本件公判廷においては、検察官から全く開示されなかっ

たものである。後にその入手経緯を述べるが、この総括捜査報告書は、本件当日の

神山交番前放火事件及び本件中村巡査殺害事件について、警察が捜査を行った全容

が記載されているものであり、いかなる捜査、証拠によって、上記総括報告書記載

の事実が認められたかも合わせて記載されている。

これによれば、申立人の服装は、

        「最前部では 肩車にのった年令二一～二歳、やせ型、小柄、やゝ面長色白

でボストン型黒ブチ眼鏡、髪を七、三に分けた薄薄薄薄青青青青っっっっぽぽぽぽいいいい背背背背広広広広上下白ワ

イシャツ、ネクタイの男が「我々は渋谷で合流しよう。渋谷駅を燃焔し

よう」等とアジっていたが」（４丁）

と記載されている。やはり、上記の状況は、牟田検面と同様、中野駅ホームのこ

とであり、これが申立人であることに争いはない。

なお、上記の状況を視認した者は、牟田の他、公安総務課の警部補である中島、

千葉なる人物及び中野署の斉藤部長、代々木署の滝本巡査と４名もおり、それぞれ



に現認報告書が作成されていることが上記報告書に記載されている。これらが入手

されれば、本件当日の申立人の服装の色はうす青色の背広であったことがさらに明

らかにされることになろう。

③③③③ 確確確確定定定定判判判判決決決決がががが引引引引用用用用すすすするるるる大大大大竹竹竹竹巡巡巡巡査査査査のののの供供供供述述述述調調調調書書書書

ところで、確定判決は、Ｋｒ供述を支える証拠として大竹巡査の供述調書を挙げ、

大竹巡査が、機動隊との衝突直前本件集団に対して肩車に乗った申立人の演説を目

撃し、申立人の服装について「黄色か、茶色っぽい服装をしていた旨供述している」

（確定判決２２４頁）として、むしろ、申立人はＫｒ供述の言うとおり、「きつね

色」系の服装の色を着ていたと判示する。

しかし、大竹巡査自身は、供述調書では一切申立人を特定する服装の色について

供述していない。

また、新証拠で提出した高尾太郎作成の総括報告書においても、大竹巡査の記載

もなく、むしろ同報告書では、上記の通り複数の警察官の現認を基に、申立人が肩

車されてアジ演説を行ったときの服装を、申立人の主張の通り「うす青色」系とし

て特定していることは、すでに述べたとおりである。

④④④④ ままままととととめめめめ－－－－捜捜捜捜査査査査当当当当局局局局のののの認認認認識識識識

したがって、警察官を含めて捜査当局自体が申立人の服装の色を「うす青色」系

として特定しており、「うす青色」系と「きつね色」系を見間違えることのないこ

とは新証拠によっても明らかであり、たまたま符合した大竹巡査の一度限りの公判

証言だけを頼りに、Ｋｒ供述の信用性を認め、申立人の服装の色をきつね色系とし

て認定することは許されない。

　　　　 小小小小括括括括

上記事実からすれば、本件当日の申立人の服装が、うす青色の背広、グレー系の色

のズボンであったことは疑いようのない事実である。

そして、Ｋｒが中村巡査殴打現場で目撃した「きつね色の服（を着た男）」の色調と

申立人の着ていた「うす青色の背広」の色調が明らかに異なることは、Ｋｒ陳述書添



付の「ＪＩＳ色名帳」からＫｒが特定した色と申立人が特定した「PRO CESS CO LO R

NO TE」の色とを比較すれば一目瞭然であって、見間違うことはあり得ない。

４４４４ ここここれれれれままままででででのののの総総総総括括括括

－－－－「「「「ききききつつつつねねねね色色色色」」」」系系系系のののの服服服服装装装装をををを着着着着たたたた男男男男がががが申申申申立立立立人人人人ととととはははは別別別別にににに存存存存在在在在ししししてててていいいいたたたたこここことととと

　 以上検討したところからすれば、Ｋｒが中村巡査殴打現場で同巡査を殴打していた

人物（きつね色の服を着た男）と申立人とは全くの別人であることが客観的に明らか

となったことは、誰の目にも明らかである。

　 また、すでに指摘したとおり、Ａｔは、「反戦」と書かれたヘルメットを被っていた

と供述しているが、申立人は、「中核」と書かれたヘルメットを被っており（１９８４

年２月２９日付上告趣意書）、これは、警察が撮影した写真でも確認できる。この点に

おいて決定的に、Ａｔが目撃した「黄土色」の服装を着た殴打行為者が、申立人とは

異なることは明らかである。

　 さらに、ここで留意しておかねばならない事実は、中村巡査殴打現場の一般目撃者

であるＡｔ、Ｆｓ両氏の供述調書には、同巡査を殴打していた「きつね色の服を着た

男」以外の人物の服装について、いっさい「うす青色の背広」が登場していない（彼

らは目撃していない）という事実である。

このことはとりもなおさず、申立人が同巡査殴打現場にいなかったこと＝申立人が

無実であることを強く示唆するものであることは言うまでもない。

５５５５ ＫＫＫＫｒｒｒｒがががが、、、、中中中中村村村村巡巡巡巡査査査査をををを殴殴殴殴打打打打ししししてててていいいいたたたた「「「「ききききつつつつねねねね色色色色のののの服服服服をををを着着着着たたたた男男男男」」」」をををを申申申申立立立立人人人人ででででああああるるるる とととと虚虚虚虚

偽偽偽偽のののの事事事事実実実実をををを供供供供述述述述調調調調書書書書にににに記記記記載載載載ししししててててししししままままっっっったたたた点点点点ににににつつつついいいいてててて

　　　　 ＫＫＫＫｒｒｒｒのののの供供供供述述述述のののの経経経経緯緯緯緯

前述のように、Ｋｒが目撃した中村巡査を殴打していた人物と申立人とがその服装

の色から全くの別人であることが明らかとなった現在、問題は、なぜＫｒが、捜査段

階では、この２人の人物を同一人物であると認めてしまったのか、という点に絞られ

ることになる。

この点、これは、Ｋｒを取り調べた市川検事の意図的な誤導、誘導によるものであ



るとの申立人の主張に対し、原々決定は、「着衣の異なる人物を捜査官が誘導できるも

のか、また、請求人の着衣に関する他の者の供述が一定しない中で、そのような誘導

をする必要性があるのかも甚だ疑問がある上、着衣に関するＫｒ供述がほぼ一貫して

いることは、旧証拠から明らかであるのみならず、Ｋｒ自身、他の人と服装に関する

記憶が違うことを何度も言われたが、訂正しろということはなかった旨証言している

（控訴審・七回）。これらからみて、捜査官がそのような誘導をするとは思えないし、

そもそも、Ｋｒの供述調書において服装のことに触れられたのは、Ｏｏ引当供述以後

のことであるから、それ以前において服装による誤導を問題とする余地があるとは思

われない。」と判示し、あくまでもＫｒの認識に基づき、任意に作成されたものである

としたのである。

しかしながら、原々決定の上記判示部分の論理は、これまでの検討ですでに破綻し

ていることは明らかである。以下、検討する。

　　　　 捜捜捜捜査査査査官官官官がががが申申申申立立立立人人人人のののの着着着着衣衣衣衣ににににつつつついいいいてててて誘誘誘誘導導導導すすすするるるる必必必必要要要要性性性性ががががああああっっっったたたたこここことととと

原々決定は、上記の点について、「請求人（申立人）の着衣に関する他の者の供述が

一定しない中で、そのような誘導をする必要性があるのかも甚だ疑問がある」とする

が、これは明らかな誤りである。

捜査機関は、１９７２年２月２日に、Ｋｒ、Ｉｔ、Ａｙ、Ｏｏが逮捕されるはるか

以前の１９７１年１２月段階で、申立人の服の色は「うす青色」であったことをすで

に確定的なこととして認識していたことは、新証拠である高尾太郎作成の「統括捜査

報告書」及び牟田検面から明らかである。なお、Ｋｒを取り調べた市川検事は、員面

調書はほとんど読むようにしていたこと、他の被疑者の調書も参考にしたことなど証

言していることからして、警察から送致された捜査書類全てに目を通していたことは

明らかである（捜査検事としては当然のことである）。すなわち、市川検事は、Ｋｒの

取調当時、申立人の服の色について十分な認識を有していたと認められるのである。

さらに、この時点で、一般目撃者からは、中村巡査殴打現場に「うす青色の背広」

を着た男がいたという供述は取れていなかったことも明らかとなっている。



これらのことからすれば、捜査機関（市川検事）としては、Ｋｒに、申立人が同巡

査殴打現場におり、同巡査を殴打していたことを認めさせるには、きつね色の服を着

た男が申立人であるとするしか方法がなかったのであり、誘導の必要性はきわめて強

かったことは明らかである（Ｋｒに、同巡査を殴打していた者は、「うす青色」の背広

を着ていた、と誘導する方向もあったであろうが、Ｋｒは、服の色については頑とし

て供述を変えなかったものと見られる。）。

したがって、原決定の言うように「服装に関してすら」誘導の形跡がないのではな

く、「服装に関してだから」誘導せず、削除し抹消しようとしたというべきである。

　　　　 ＫＫＫＫｒｒｒｒ自自自自身身身身、、、、本本本本件件件件以以以以外外外外のののの公公公公判判判判廷廷廷廷ににににおおおおいいいいてててて、、、、「「「「ききききつつつつねねねね色色色色のののの服服服服をををを着着着着たたたた男男男男」」」」とととと申申申申立立立立 人人人人とととと

がががが同同同同一一一一人人人人物物物物ででででああああるるるるここここととととをををを強強強強要要要要さささされれれれたたたたここここととととをををを認認認認めめめめてててていいいいるるるるこここことととと

原々決定及び原決定は、「Ｋｒ自身が控訴審で、服の色について訂正しろ、と言われ

たことはない旨を証言している」として、捜査官（市川検事）の誘導の事実を否定し

た。

しかしながら、Ｋｒは、他事件の公判で、本件に関して、捜査官から強引な誘導が

あったことを認めているのである。以下、これを概観する。

①①①① １１１１９９９９８８８８００００年年年年１１１１１１１１月月月月２２２２８８８８日日日日第第第第三三三三次次次次破破破破防防防防法法法法裁裁裁裁判判判判第第第第５５５５５５５５回回回回公公公公判判判判ＫＫＫＫｒｒｒｒ証証証証言言言言（（（（新新新新証証証証拠拠拠拠））））

        検察官尋問

「大分たくさんいたようですけれども、指揮をする者はいたんですか。

                    はい、いました。

名前は記憶ありますか。

当時、偽名でしか記憶してなかったんですが、取調べで星野さんとい

う方だと

その人だけですか、指揮者は、

何人かいたとおもうんですが、

          取調べ受けた段階で星野という名前はわかったと言いましたね。

はい。」（２６丁）



        「それじゃ  まず こういうふうに尋ねますが、中村巡査に対して証人も攻撃

を加えましたか。

                    というふうに供述調書はできてます。

          本当はどうなんですか。

                    実際はやっていません。

          攻撃を加えていた者はいましたか。

                    いました。

          何名ぐらいですか。

                    … は っ き り は 記 憶 し て い な い ん で す け ど … 、 見 え る 範 囲 で は

四名か五名ぐらいだったと思います。

          その中で、名前を知ってる者はいましたか。

                    いえ。

          いない。

                    はい。」（２８丁）

以上のように、Ｋｒは、星野という名前は、取調べで知らされたことを述べてい

る。また、自らの殴打行為を否定し、殴打に加わった人物についても誰かは特定で

きないし、殴打行為者に名前を知っている者はいなかったのだから、申立人（星野）

もいなかったことを証言しているのである。

ところが、本件公判廷に顕出されたＫｒの供述調書には、申立人が中村巡査を殴

打していたことが記載されているのであるから、何らかの誘導があったことを強く

窺わせることは、すでに指摘したとおりである。

この点、Ｋｒは、さらに次のように述べている。

②②②② １１１１９９９９８８８８００００年年年年１１１１２２２２月月月月１１１１９９９９日日日日第第第第三三三三次次次次破破破破防防防防法法法法裁裁裁裁判判判判第第第第５５５５６６６６回回回回公公公公判判判判証証証証言言言言

            （弁護人尋問）



        「はっきりはしないんですけど、ただ、自分でも感じたんですけど、

さっきも申し上げましたように、供述調書がつくられていく過程

で、典型的な例と言えば、星野さんという人の例ですけれども、

ぼくはその現場で最後に星野さんが出てきたところを見たわけで

すね。そして見たんだから、最初にもいただろうと、最初になぐ

っていただろうという話しになって、なぐられている中に知って

いる人間は、だれかいるかとか、この服装はどうかとか、この服

装はだれだれだというような形で、調書が、どんどんつくられて

いきましたから、そうすると自分にも、そういうふうにやられる

だろうという気持というのは、強かったです。」（９９丁）

        「あなた、さきほど調書がつくられていくというように述べられたんですが、

そういう認識を持たれたのはいつ頃からですか。

                もう最初の取調のときだったですね。最初というか、弁解録取をとる

ときに、もうすでにメモなり何なり見ながら。警察官が弁解録取を

とっていく中で、もう自分が全然忘れていることまで、警察官は書

いていくわけです。そのときやはりそういうふうに感じました。」（１

０１丁）

Ｋｒは、上記のとおり、中村巡査に対する殴打行為者が申立人であると特定させ

られたのは、捜査官の誘導によるものであることを明確に証言しているのである。

この点について、Ｋｒは、２００１年６月１７日付け陳述書（新証拠）において

も、「（取調を受けていた当時）体調も思わしくなく、さらに未成年であったことも

あり、自分は、中村巡査に何も暴行も加えていないし、火炎ビンも投げていないの

ですが、取調の中で、取調官から『他の者がこう言っているから、こうだろう。』

と責め続けられ、最後は、本当に、自分がやったのではないか、と思いこんでしま



いそうな状態になっておりました。（中略）そのような中で、私は、取調官から、

自分が火炎ビンを中村巡査に投げたことにされそうになり、火炎ビンを投げたこと

にされるよりは、と考え、自分が、竹竿で中村巡査を殴ったことにしてしまい、そ

の代わりに、その時持っていた火炎ビンを誰かに渡してしまったことにしてしまっ

たのです。」と陳述しており、やはり強引な誘導があったことを率直に認めている。

このような精神状態に追い込まれながら、「中村巡査殴打現場にいた中で私の記憶

にある人間を私が知っている人物に当てはめていく、という作業が行われてました。

その中で、結局、『きつね色の背広を着ていた人物』が『星野さん』であるとされ

てしまった」（同陳述書）のである。

　　　　 ＫＫＫＫｒｒｒｒのののの服服服服のののの色色色色にににに関関関関すすすするるるる供供供供述述述述ととととＯＯＯＯｏｏｏｏ引引引引当当当当供供供供述述述述のののの前前前前後後後後関関関関係係係係ににににつつつついいいいてててて

さらに、Ｋｒが、中村巡査を殴打していたのは、「きつね色の服を着た男」であると

記憶しており、市川検事が強引に、これを申立人と一致させたことを推認させる状況

証拠が存在する。

それは、当時、Ｋｒの取調担当であった石井紘三の本公判廷における証言及び同人

が作成したＫｒの員面調書の内容、そして接見状況報告書の存在である。

アアアア ＫＫＫＫｒｒｒｒのののの員員員員面面面面調調調調書書書書のののの内内内内容容容容

      申立人の服装に関する内容が最初に出てくるのは、先述のとおり、２月

１３日付け員面である。

これには、「部隊が合流して一寸経ったとき、一人の小柄でメガネをかけ色の浅

黒のうすいクリーム色の背広上下を着た男の人が私達の部隊の」（１２丁）と、服

の色が記載され、中野駅でＫｒが防衛隊に任命された場面が縷々記載されている。

そして、このときこの「うすいクリーム色の背広上下」の人が、「高崎経済大学の

星野さん」だと教えられ初めて顔を見たとの記載が存する。すなわち、２月１３日

の時点では、Ｋｒが申立人をそれとして認識したのは１１・１４中野駅現場である

との供述になっているのである。

しかし、一方２月２日付の員面によれば、同じ場面での供述が、「九、私のこの 一



一月一四日の任務は、軍団長か何かの当日の私達組織の重要人物である偽名で『み

なかみ』とかいう人の防衛隊の一員でした」（１５丁）となっている。つまりＫｒ

は少なくとも２月２日の時点では、「みなかみ」なる人物が「星野」である、とい

う認識は、１１・１４当日にはなかった、と供述しているのである。

Ｋｒが、「みなかみ」という人物を「星野」であると認識した時点について、上

記２つの員面には大きな違いが存するが、前述したＫｒの公判証言からすれば、本

件１１・１４当日、Ｋｒは、「星野」という名前を知らず、逮捕後それを知らされ

たことが認められる。さらに、２月７日の員面では、被疑者写真３０枚を取調官で

ある石井から提示されて、知っている人がいるかという尋問をされ、２８０番の写

真を「星野＝申立人」であると特定していることになっている。

これらの点を合わせ考えるならば、Ｋｒが、捜査官から、「みなかみ」が「星野」

であるということを「教えられた」のは、少なくとも２月２日以降２月７日以前と

いうことになり、作成された供述調書の日付からすると、その時期は、２月４日の

市川検事の取調の時以外にありえないことになる。そして、その時に、「みなかみ」

＝「星野」＝「きつね色の服を着た男」という図式を認めさせたことが強く推認さ

れる。

イイイイ 公公公公判判判判廷廷廷廷ににににおおおおけけけけるるるる石石石石井井井井のののの証証証証言言言言

      また、Ｋｒの取調官であった石井は、控訴審第１９回公判で以下のよう に

証言している。

      「………星野くんに対しては、クリーム色というだけで、星野くんと言っていたと

いうようなことでもなかったように私は記憶してるんですが。

        では、何故調書にそれはとらなかったんですか。ここでは、クリーム色の人

が殴っていたのを見たと、現場ではクリーム色の服上下を着ていたのは星野

しかいないから星野だと、そういうふうな結びつけをしているわけですから

ね。



これは、結果として、文にすれば、こういうふうに特定の仕方は、彼

がクリーム色の背広の人ということでそういう文になっているわけ

です。」（２２丁）

と、石井は、Ｋｒが中村巡査を殴打していたのはあくまでも「クリーム色の服を着

ていた男」であるということに固執していたことを率直に証言している。これは、

直接Ｋｒを取り調べた者に証言であるから、その信用性はきわめて高い、と言うべ

きである。

そうすると、員面調書の作成時期からすれば、Ｋｒが、石井に対して、「クリー

ム色」という服の色でしか中村巡査の殴打行為者を特定できないことを言っていた

のは、２月１３日時点であるということになる。そうであれば、それより前の２月

４日、同月９日という市川検事の取調時期に、同検事に対しては、Ｋｒが石井に対

するのと同じこと（殴打行為者は、クリーム色の服を着た男であるということ）を

供述しなかったと考えることは余りに不合理であり、やはり市川検事に対しても、

Ｋｒは、服の色にこだわった供述をしていた、と考えるのが合理的である。そうす

ると、上記２・４及び２・９検面に「星野」としか記載されていないのは、相当強

引な誘導の結果であることは優に推認されるのである。

ウウウウ 「「「「接接接接見見見見状状状状況況況況報報報報告告告告書書書書」」」」（（（（１１１１９９９９７７７７２２２２年年年年２２２２月月月月４４４４日日日日付付付付警警警警視視視視庁庁庁庁尾尾尾尾久久久久警警警警察察察察署署署署巡巡巡巡査査査査部部部部長長長長 小小小小

熊熊熊熊隆隆隆隆作作作作成成成成））））

          市川検事は、公判でＫｒは取調べに対して非常に素直で初めから何事も 隠

さず、人の名前も進んで供述していたと証言しているが、それは明らか に虚偽である。

上記「接見状況報告書」によると、２月３日午後１時から２時半まで、巣鴨警察

署公安係調室にて、Ｋｒの実父Ｋｒｈとの接見が行われ、父親が涙を流して弁護士

解任を勧めるのに同意し、解任届を書くに至る状況が簡潔に記載されている。

Ｋｒは、逮捕された日である２月２日付け員面では、偽名の「みなかみ」なる人

物以外の人名の記述は一切ない。ところが、この父親との接見があった翌４日には、



中村殴打現場状況と星野の名前等が一挙に供述されているのである。

また、２日の員面には、「詳しいことは後で申し上げますが、今日は一応、私自

身この闘争に参加はしたので、その行動について述べます」という趣旨が述べられ

ており、自分のことは言っても他の人のことについては触れないようにするという

Ｋｒの当時の意思を窺わせる記述となっている。しかし、一方では「偽名で『みな

かみ』とかいう人の防衛隊の一員でした。」という申立人に関する部分が存し、捜

査官の取調べが、申立人について集中していたことをも窺うことができる。

これらのことからすれば、２日と４日の供述内容の大きな隔たりの原因は、３日

の父親接見にあったことが容易に認められるのである。

そうすると、Ｋｒは、２月４日の市川検事の取調を受けている時点においては、

前日の父親接見による弁護人の解任等によって、精神的に大きく動揺していたこと

が優に推認できるのであって、市川検事にとって、未成年であり精神的に大きく動

揺しているＫｒに対して、「きつね色の服を着た男」が「星野」であるとさせるこ

とは、比較的容易なことであったであろうことが推認されるのである。

③ 以上のとおり、Ｋｒに対して、殴打行為者の星野の特定をめぐって、捜査官（市

川検事）の誘導がなされていたことは優に認められるのである。

　　　　 小小小小括括括括

以上、詳細に検討してきたとおり、Ｋｒの捜査段階における「申立人が中村巡査を

殴打していた」との供述調書の記載は、旧新両証拠による再評価によって、客観的に

も、Ｋｒの当時の認識としても誤りであることは明白である。

６６６６ 「「「「ととととももももかかかかくくくく論論論論」」」」ににににつつつついいいいてててて

原々決定は、「Ｋｒ、Ｉｔ、Ａｙは、Ｏｏ引当供述までに、既に、申申申申立立立立人人人人がががが直直直直接接接接殴殴殴殴打打打打しししし

たたたたかかかかははははととととももももかかかかくくくく、中村巡査を囲むなどして本件殺人に関与していたことを明確に供述し

ている」と判示し、原決定も、「（原々決定は）Ｏｏ引当供述が行われた時点以前にＫｒ

らが既に申立人に現場供述の存在を窺わせる事情があったとの供述に及んでいる趣旨を

説示していると理解できる。そして、この説示はこのような供述が既になされているこ



とに意義があることを強調しているのであって、もとよりこの説示は正当である」とし

ている。

しかし、すでに検討したとおり、Ｋｒが、申立人をはじめて特定したのは殴打行為に

際して殴打行為者の服装の色が記憶にあり、これを理由に申立人であると推測したので

あって、殴打行為と離れて、申立人が中村巡査を囲んでいたなどとの供述はしていない。

また、申立人の殴打行為という核心的部分について信用性がなくなれば、当然、申立

人が中村巡査を囲む形で現場にいたとの供述自体もその信用性の検討が迫られることは

当然である。

したがって、原々決定及び原決定が、「申立人が直接殴打したかはともかく」と判示し

たこと自体が、証拠のつまみ食いという確定判決の証拠構造の脆弱性と同様の判断傾向

を有していることを示しており、不当である。

繰り返し強調するが、本件では、犯人識別供述の信用性が問題となっており、何を根

拠に申立人と犯人との同一性を判断したかが問われているのであるから、中村巡査を囲

むなどして本件犯行に関与したとの供述自体の信用性が再検討を迫られているのである。

７７７７ 殴殴殴殴打打打打行行行行為為為為ののののままままととととめめめめ－－－－旧旧旧旧新新新新両両両両証証証証拠拠拠拠のののの総総総総合合合合評評評評価価価価

    すでに述べたとおり、殴打行為への関与について、確定判決の依拠するＫｒの申立人

識別供述を信用することはとうていできず、その証拠構造はきわめて脆弱である。

そして、本件各新証拠によれば（弁１２ないし２２号証）、すでに検討したとおり、Ｋ

ｒが供述している服装の色の男は申立人とは別に存在しており、同人を申立人と識別し

たＫｒ供述が強引に録取されたことが認められる。

したがって、結局、本件においては、きわめて脆弱な確定判決の証拠構造に対して、

本件各新証拠が出現したことにより、殴打行為に申立人が関与したことについては合理

的な疑問が生じているのである。

第第第第４４４４ 火火火火炎炎炎炎びびびびんんんん投投投投ててててききききのののの「「「「指指指指示示示示」」」」ににににつつつついいいいてててて

１１１１ 確確確確定定定定判判判判決決決決のののの証証証証拠拠拠拠構構構構造造造造のののの脆脆脆脆弱弱弱弱性性性性ににににつつつついいいいてててて－－－－「「「「声声声声」」」」にににによよよよるるるる犯犯犯犯人人人人識識識識別別別別



　　　　 声声声声にににによよよよるるるる識識識識別別別別ででででああああるるるるこここことととと

確定判決の依拠するＡｙ及びＡｒの捜査段階における供述調書は、申立人の火炎び

ん投てきの「指示」について、申立人の声から特定している。しかし、本件現場のよ

うに機動隊とデモ隊が衝突して騒然とした雰囲気になっている場合には、特定個人を、

声から識別することにはその正確性に根本的な疑問が生じる。

実際、確定判決の依拠するＡｙの２・１６検面では、申立人を現認して「火を付け

ろ」と命令したのが申立人であると特定したのか、申立人を現認することなく、声だ

けから申立人と特定したのか明確ではない。同検面に先立つ２・１２員面では、「星野

さんが再び大きな声で、火をつけろと私達の方を見て命令をしました。」とあり、一見

現認したかのような供述にも思えるが、２・１６検面では、犯人識別供述として重要

な部分である「私達の方を見て命令しました」という供述自体がなぜか出てこないの

である。仮に現認しているとすれば、当然、検察官はその後の取調で確認するはずで

あるが、２・１６検面では出てこないのである。

むしろ、すでにＫｒ供述においても検討したとおり、現場で飛び交っていた声は「命

令」であり、「命令」の声だから指揮者であり、指揮者の声だから申立人であるとの論

理推測ないしは捜査官の誘導による供述だと考えると自然である。

いずれにしても、申立人の火炎びん投てきの「指示」については、声による識別で

あって、容易く信用することはできない。

　　　　 ＡＡＡＡｙｙｙｙととととＡＡＡＡｒｒｒｒのののの各各各各供供供供述述述述がががが矛矛矛矛盾盾盾盾ししししてててていいいいるるるるこここことととと－－－－「「「「指指指指示示示示」」」」ははははああああっっっったたたたののののかかかか？？？？

また、声による識別といっても、確定判決が依拠するＡｙとＡｒの二人が供述する

申立人の指示は言葉自体が異なっている。すなわち、Ａｙは「火を付けろ」であり、

Ａｒは「離れろ、火炎びんを投げろ」となっている。一審判決が申立人の「指示」と

抽象化して、声の内容を特定しなかったのは、ここに原因があると思われる。

ところが、この供述矛盾は、単に細かい言葉を忘れたということではすまされない。

そもそも、果たして火炎びん投てきの「指示」があったのかという点にも疑問が生じ

るのである。なぜなら、確定判決が申立人の中村巡査殴打の根拠としたＫｒの２月１



４日検察官調書では、『「「「「離離離離れれれれろろろろ、、、、火火火火炎炎炎炎びびびびんんんんをををを投投投投げげげげるるるるぞぞぞぞ」」」」とととといいいいうううう声声声声ががががししししままままししししたたたた。』と記載

されている。Ａｒ供述のように、指揮者が「離れろ、投げろ」と二重の「指示」をす

るよりも、実際の火炎びん投てき者が投てき直前に、「離れろ、投げるぞ」と警告する

方が自然である（投げるタイミングを決定できるのは投てき者だけである）。

したがって、本件現場においては、火炎びん投てきの「指示」が投てき者とは異な

る「指揮者」からではなく、火炎びんを投げる者が、投げるタイミングを見計らって

近くにいた者に「離れろ、投げるぞ」と「警告」したものとの合理的疑いが生じるの

である。そして、申立人は火炎びんを投てきしていないのであるから、当然、「警告」

もしていない。

　　　　 ＫＫＫＫｒｒｒｒ供供供供述述述述ととととのののの関関関関係係係係－－－－確確確確定定定定判判判判決決決決ののののつつつつままままみみみみ食食食食いいいい

ところで、確定判決は、一方ではＫｒ供述に依拠して申立人の殴打行為を認定しな

がら、火炎びん投てきについては、Ｋｒ供述を取り上げない。すなわち、Ｋｒは、申

立人のいた方向とは別の方向から火炎びん投てきの警告がなされたとしており、Ｋｒ

供述を前提とするのであれば、申立人ではない者が火炎びんに関して何らかの警告を

発したはずである。

この点、確定判決は、「関係証拠によれば、火炎びんを投げろという声は、被告人星

野のほか、奥深山からも発せられたこと及びその直前にＫｒがそれまでにいた場所か

ら他へ移動したことをそれぞれ認めることができる。してみれば、Ｋｒが、火炎びん

投てきの指示が誰の声か分からないとし、また、その声が同被告人のいた方向とは別

の方向から聞えたと供述しているからと言って、これに基づき原判決を論難するには

由ないところであって、原判決には所論のような事実誤認はないと言わなければなら

ない。」と判示する。 しかし、仮に確定判決の判示するとおり、火炎びんを投げろと

いう声が被告人星野のほか奥深山からも発せられており、Ｋｒが誰の声か分からない

とする供述にも理由があるとするのであれば、むしろ、申立人の声を識別したとする

ＡｙおよびＡｒの各供述の信用性に多大な疑問が生じるはずである。この点において

も、確定判決は、Ｋｒ供述のつまみ食いをしているのである。



    　　　　 小小小小括括括括

以上によれば、確定判決が申立人の火炎びん投てきの「指示」を認定する根拠は、

そもそも「声」による犯人識別供述であって、その正確性には多大な疑問があり、こ

のことは、確定判決がＫｒ供述を都合のいいようにつまみ食いしていることからも明

らかである。

２２２２ ＡＡＡＡｙｙｙｙ供供供供述述述述自自自自体体体体のののの脆脆脆脆弱弱弱弱性性性性

　　　　 ＡＡＡＡｙｙｙｙ供供供供述述述述のののの特特特特徴徴徴徴

Ａｙも、Ｋｒと同じく、その供述内容には容易く信用できない類型的な脆弱性を有

している。

すなわち、Ａｙ供述は、共犯者供述であって、一般に自己の罪責を免れようとして、

引っ張り込みの危険性があるだけでなく、すでにＫｒ供述の検討の際にも言及したよ

うに、本件では警察首脳の異例の訓示に基づき、デモ参加者の中から未成年ないし２

０歳代の学生が一斉検挙されて「首謀者」の割り出しがなされており、「共犯者自白」

の危険性が最も作用する外的状況にあった。

また、Ａｙは、１９５３年１月２９日生まれの当時１８歳の少年であり、少年が、

一般に捜査官の誘導、強要に屈しやすい性質を持っていることもまたよく知られてい

るところである。

　　　　 利利利利益益益益誘誘誘誘導導導導をををを受受受受けけけけてててて虚虚虚虚偽偽偽偽供供供供述述述述ををををししししたたたた経経経経緯緯緯緯

実際、Ａｙは中津川検事による利益誘導について証言している。

          「（弁護人）

検察官が控訴することについては予め話があったんでしょうか。

          いえ、どれだけ軽い刑でも控訴しないというふうなことは聞いたん

ですけれどもね。

          （中略）

          そういうことを誰が言ったんですか。

          中津川検事」（控訴審８回）



        これに対して、中津川検事は、Ａｙが黙秘を解いたきっかけは、父親とおじ（静岡

県警警察官）の説得によるものと証言しているが（控訴審１３回）、仮に中津川検事の

証言を前提にしても、父親と、警察官の叔父による強力な働きかけがあったことにな

る。

      「（弁護人）それでこの火炎びんを投げたと認めないと捜査が終わらない趣旨の

ことを先ほど言われましたね。

                    はい。

これはもう少し詳しく言うと、どういうことなんでしょう。

                    前にも言ったことあると思うんですけど、既成の事実がもうでき上が

っていて、その中の一人の登場として自分を設定するように供述し

てしまわないと終わんないと、で、ほかの人間がもう供述し終わっ

ていると言うか、そういうふうなことを言われますと、自分だけと

り残されると言いますかね、そのへんの心理よくわからないんです

けれども、そういうことで、とにかくそこまで供述してしまわない

と終わらないというそういうふうな意味なんですけど。

            そうするとほかの人は認めたぞということは言われたわけね。

                    そうですね。

            ところでこの火炎びんですね。あなたは実際には投げてない。

                    はい

            そうするともう一つは、この中村巡査の現場であなたは火炎びんを持ってい

ましたか。

            持っていませんでした。

            と、投げる以上火炎びんをどうしたという話になりますね。

                    はい。

            それはどういうふうに供述しました。

                    それで後から走って来た女の子にもらったというような、これ、全く



の創作なんですけど、その子から火炎びんもらって、それでそれを

投げたという供述をしていると思いますけど、それはかなり自分で、

警察官に言われて創作したものじゃないものですからね、変な言い

方ですけど、自分で創作したという記憶がはっきりしていますか

ら。」（控訴審８回）

この「それはかなり自分で、警察官に言われて創作したものじゃないものですか

らね、変な言い方ですけど、自分で創作したという記憶がはっきりしていますか

ら。」というＡｙの供述は、体験した者でなければとうてい証言できない迫真的な

ものである。そして、Ａｙは、次のようにも言っているのである。

            「（弁護士）で、ほかの人がどうしていたということについて、あな

たは供述していますね。

            はい。

            それは事実見た通りのことだけ話したんですか。

            いえ、違います。

            見ていないことも言ったということですか。

            はい。

            たとえばどういうようなことかな。

            あの中村巡査の現場に女の人がいたという供述していると思うんです

けどね。

            火炎びんのことは。

            …まあ実際火炎びんが投げられた現場にぼくはいなかったわけで、自分

自身で投げていないんだけれども、まあ投げたというふうに供述し

てしまうと、あとまあほかに近くにいた人間の名前がどうだこうだ

という形になって、こういう人間いなかったかどうだこうだという

ことで、結局その周りの人も投げたということまで言っちゃったん

ですけどね。



            隊員のことについても、火炎びんを投げたことは違うわけですね。見てない

わけですね。

                    そうですね、見ていません。」（３０丁～３１丁）

結局、Ａｙ供述を到底信用することはできないのである。

　　　　 ＡＡＡＡｙｙｙｙ供供供供述述述述ををををつつつつままままみみみみ食食食食いいいいすすすするるるる確確確確定定定定判判判判決決決決

確定判決自体も、申立人による中村巡査の殴打を目撃したとするＡｙの検察官調書

の信用性を自ら全面的に否定している。にもかかわらず、火炎びん投てきの「指示」

になると手のひらを返すように肯定するところに、他に確定的な証拠もなく、確定判

決の証拠構造の脆弱性が明確になる。確定判決の該当箇所は次のとおりである。

「（Ａｙ及びＡｒ）らは、同被告人（申立人）の中村巡査に対する殴打の状況を

現認しなかったか、あるいは現認したとするには疑いがあるものと言うべきで

ある。すなわち、Ａｙは、２・２５（検）において、『米屋の前で、星野、奥

深山さん達が中村巡査を私と同じような鉄パイプでめった打ちしていた（中

略）五、六名でとり囲み殴りつけてい』たと供述しているが、それに先立つ２・

１６（検）においては、本件殺害現場での同被告人の言動について、『殺せ、

殺せ、殴れ、やれ。』『銃を奪え。』『火をつけろ。』等の命令が同被告人の声な

いしは同被告人のような声であったとし、また同被告人も火炎びんを投げたと

思う旨供述しながら、その殴打自体については、何ら触れるところはなく、単

に七、八名の者が中村巡査を取り囲んで殴打していたが、その中で奥深山やＯ

ｓが殴打しているのを見た、とするに過ぎない。右両供述を対比してみると、

後者が同被告人の言動を詳細に供述しているにもかかわらず、その殴打につい

ては何ら触れていないことからすれば、同巡査を殴打している五、六名の中に

同被告人がいた旨の前者の供述は、前示のように同巡査を引張り出している者

らの中に同被告人がいたことを根拠とする、同人の推測の結集の表明とも解す

る余地があり、現に、同人が同被告人の殴打の状況を目撃したと言い得るかに

ついては、躊躇せざるを得ない。」



確定判決は、２・１６日検面の一部の記載について信用しないとするのであるから、

なぜ信用できない供述が記載されてしまったのかを解明しなければならない。しかし、

確定判決は、「同人の推測の結果の表明とも解する余地」とするだけで、「推測の結果」

がなぜ断定調に録取されたか一切解明せず、捜査官による強引な誘導によるものか否

かについては判断しないのである。仮に「推測の結果」とするならば、声による申立

人識別についても「推測の結果」であるとの合理的疑いが生じるのであるが、確定判

決は何らその疑問に答えていない。

　　　　 ＡＡＡＡｙｙｙｙ供供供供述述述述のののの変変変変遷遷遷遷（（（（捜捜捜捜査査査査段段段段階階階階））））

        また、確定判決は、上記の通り、「２・１６（検）においては、本件殺害現場での同

被告人の言動について、『殺せ、殺せ、殴れ、やれ。』『銃を奪え。』『火をつけろ。』等

の命令が同被告人の声ないしは同被告人のような声であったとし、また同被告人も火

炎びんを投げたと思う旨供述しながら、その殴打自体については、何ら触れるところ

はなく、単に七、八名の者が中村巡査を取り囲んで殴打していたが、その中で奥深山

やＯｓが殴打しているのを見た、とするに過ぎない。」として、２・１６検面では殴打

行為を証言していないことを、殴打行為目撃証言は信用できない根拠の一つと判示し

ている。逆に言えば、被告人の声については、供述しているから信用できるというの

であろう。

しかし、注目すべきは、前後の供述調書を見ても、２・１６検面が申立人の言動に

ついて突出した供述を録取している点である。すなわち、申立人の火炎びん投下につ

いては、２・４検面や２・１２員面では供述がなかったものが、２・１６検面では認

め、２・２５検面では再び供述がなくなっている。２・１６検面では、次のとおり具

体的に供述している。

「星野さんは再び大声で、火を付けろと命令しました。これをほとんど同時位

に機動隊員のまわりにいたものから一勢に火炎ビンが投げつけられ、私も手

に持っていた火炎ビン一本を機動隊員の頭から二メートル位離れたところよ

り機動隊員めがけて投げつけました。・・・星野さんと氏名の判らない男も



確か火炎ビンを持っていたので投げたと思います。」

ところが、この申立人の火炎びん投てきについては、その前後の２・４検面や２・２

５検面では供述がないのである。

「火をつけろ」という申立人の声についても、２・１２員面や２・１６検面では供

述しているが、その後の２・２５検面では供述がなくなっている。２・２５検面では、

次のようにある。

「このように殴った後、中村巡査はうつ伏せに倒れ、その後火炎ビンが投げつ

けられ、私も火炎ビン一本を中村巡査に投げつけて中村巡査を燃やして殺し

てしいまいました。」

ここには、申立人の声による指示がなくなっているのである。

すなわち、以上のとおり、確定判決が依拠するＡｙ供述は、一貫して申立人の声に

よる火炎びん投てき指示を供述しておらず、２・４検面でも２・２５検面でもなく、

その中間時における２・１６検面だけでしか申立人の指示を供述していないのである。

これまた、確定判決による証拠のつまみ食いと言わざるを得ない。

　　　　 捜捜捜捜査査査査段段段段階階階階供供供供述述述述をををを否否否否定定定定すすすするるるる公公公公判判判判証証証証言言言言

そして、Ａｙは、本件一審において、荒川公判で３回、申立人公判で１回、控訴審

で１回、合計５回公判廷において証言をしている。しかし、公判廷においては、申立

人の行動については、申立人の「銃を奪え」と発言した点以外は、捜査段階での供述

を全て否定しているのである。

「その時に、火をつけろというような声は聞きませんでしたか。

聞かなかったと思います。」（荒川２６回）

「二人の人が銃を奪おうとしていて、それをあきらめて、中村巡査から離れた

時に、星野さんが再び大声で火をつけろと命令しましたという記載が同日付

検察官調書にあるのですが、そういう記憶はありませんか。

ありません。」（星野３回）

「火炎びんが投げられたわけですが、火炎びんを投げろという声を聞いていま



せんか。

聞いていません。

火をつけろという声は。

聞いていません。

検察官の取り調べを受けた当時からそれは聞いていなかったということです

か。

そうですね。」（星野３回）

「それから、星野君が『火をつけろ』というふうなことを言ったと、こういう

供述がありますね。

はい。

これは事実ですか。

それは違います。」（控訴審８回）

　　　　 小小小小括括括括

以上によれば、確定判決が依拠するＡｙ供述を信用することはとうてい出来ず、申

立人による火炎びん投てき指示を認定するには、きわめて脆弱な証拠構造になってい

るのである。

３３３３ ＡＡＡＡｒｒｒｒ供供供供述述述述自自自自体体体体のののの脆脆脆脆弱弱弱弱性性性性

　　　　 ＡＡＡＡｒｒｒｒ供供供供述述述述のののの特特特特徴徴徴徴

Ａｒも、Ｋｒ及びＡｙと同じく、その供述には容易く信用できない類型的な脆弱性

を有している。

すなわち、Ａｒ供述もまた、共犯者供述であって、一般に自己の罪責を免れようと

して、引っ張り込みの危険性がある。

また、Ａｒは、１９５４年１１月２３日生まれの当時１７歳の少年であり、少年が、

一般に捜査官の誘導、強要に屈しやすい性質を持っていることもまたＡｙの場合と同

様である。

　　　　 声声声声にににによよよよるるるる特特特特定定定定とととと指指指指揮揮揮揮者者者者性性性性



確定判決もまた、Ａｙ供述と同様、Ａｒの検察官調書の信用性に関し、次の通り判

示する。

「また、Ａｒは、捜査段階において、同被告人の本件現場における言動につい

て詳細に供述しているものの、その殴打の状況については、これを供述して

いないことからすれば、同人は右殴打自体を目撃しなかったと解するのが相

当である。」（確定判決２１９頁）

ところが、確定判決は、Ａｒが、星野・２回において、検察官に対して、検察官に

事情を聞かれた当時は、記憶にあるとおり述べたと証言し、さらに、弁護人の反対尋

問において「指揮者だから星野の声だろうと思っていた。カスレ声のように聞こえた。

特別によく覚えているということはない。」と答え、申立人の反対尋問に対して「星野

の顔はよく知っており、声は大体知っている」旨の証言をするに至っていることから、

Ａｒの検察官調書がその記憶に従って述べられたものであることを裏付けているとも

判示する（確定判決２２７頁）。殴打行為については、Ａｒ供述を否定し、火炎びん投

てき指示については、Ａｒ供述を肯定しているのである。

しかし、Ａｒは、検察官の主尋問の段階から、「殺せ、殺せ」という声にしろ、「火

炎びんを投げろ」という声にしろ、声の主は分からないと一貫して証言しており、し

かも「当時もよくわからなかったです。」「当時、あんまりはっきりしなかったんです

けれども、そういう供述をしました。」「当時も誰の声だったかよくわかりませんでし

た。」（星野２回）と繰り返して、当時から「わからなかった」旨具体的に証言してい

る。したがって、「（この前も聞いたんですが、当時の検事に事情を聞かれた当時は記

憶にあるとおり述べましたか）はい」という検察官の抽象的質問に対する証言をもっ

て、捜査段階の検察官調書を全面的に信用することはとうていできない。ここにおい

て、確定判決が、一方では供述内容の信用性を否定し、他方では肯定しているという

「つまみ食い」であり、なぜ信用性を否定しなければならない供述が調書に録取され

ているのか、何ら究明していないことに問題がある。

そもそも、確定判決は、Ａｒが公判廷で、「指揮者だから星野の声だろうと思って



いた。カスレ声のように聞こえた。特別によく覚えているということはない。」と答え

ていると公判証言を引用している。実際は次のようなやりとりをしている（星野・２

回２９ないし３０丁）。

（弁護人）

取調の当時は、星野さんだと思っていたんですか。そういう指示を出し

たのは。

当時も、さっき言ったように、指指指指揮揮揮揮者者者者ででででああああるるるるかかかからららら、、、、星星星星野野野野ささささんんんんのののの声声声声

だだだだろろろろううううとととといいいいううううふふふふううううにににに思思思思っっっってててていいいいたたたたわわわわけけけけでででですすすす。で、供述した時も、そ

のまま言いました。

・・・略・・・

そうすると、その言葉を発した現場を見たとか、声の調子がそうだとか、

あのかすれた声は星野さんだとか、そういうことは本当はわからないわ

けですね。

言言言言っっっっててててるるるる人人人人のののの顔顔顔顔はははは見見見見ててててなななないいいいでででですすすすねねねね。

声の調子はどうなんですか。

かすれ声というのも、その当時は、そういうふうに見ていました。

かすれ声のように聞こえました。

だから、星野君のかすれ声で、特別によく覚えているとか、そういうこ

とはなかったんですか。

はい。

すなわち、Ａｒは、申立人の声を知っていて、その声から特定したのではなく、

「指揮者であるから星野さんの声だろうと思った」との論理的推測から捜査段階で

は供述していたことが、公判証言からも明らかである。「指揮者である」と認識し

た根拠となる事実については、一切証言がなく、「かすれ声」も申立人の特徴ある

声としての「かすれ声」で特定したという趣旨でもない。

また、確定判決は、「星野の顔はよく知っており、声は大体知っている」旨の証



言を、捜査段階の検察官調書の信用性を補強する証言としているが、実際は、申立

人とは過去数回ほどしか会っていないことを認めた上で、Ａｒは、次のように証言

している。

（被告人＝申立人）

大体、ぼくの顔とか声については、かなりよくわかる程度でしたか。

はい。顔については、よく記憶していました。

声は。

大体。

しかし、数回しか会っておらず、最後にあったのが本件時よりも２か月以上も前

で、現場には指揮者・リーダーが複数おり、怒声が飛び交う現場にはかすれ声も多

い中で、声に特徴もない申立人の声を、「大体」わかるという証言の趣旨は、顔は

見覚えがあるという直前の証言との対比で「大体」と答えただけであって、むしろ、

その趣旨は顔ほど覚えていないという趣旨と解するのが自然である。

いずれにしても、これらは、当時から申立人の声かどうかわからない旨のＡｒの

上記公判証言に合致するものであって、決して、Ａｒの公判証言をもって、Ａｒの

検察官調書が「その記憶に従って述べられたものであることを裏付けた経過」には

とうていなり得ない。

　　　　 小小小小括括括括

以上によれば、確定判決が依拠するＡｒ供述を信用することはとうていできず、申

立人による火炎びん投てき指示を認定するには、きわめて脆弱な証拠構造になってい

ることが認められる。

４４４４ 火火火火炎炎炎炎びびびびんんんん投投投投ててててきききき「「「「指指指指示示示示」」」」ののののままままととととめめめめ－－－－旧旧旧旧新新新新両両両両証証証証拠拠拠拠のののの総総総総合合合合評評評評価価価価

    　 Ａｙの新供述によれば、次のようにある。

「 そのうち中村巡査は倒れてしまい、そこへ、『銃を取れ。』という声がしま

した。それで、倒れている中村巡査の銃を誰かが持ちあげたのですが、中村

巡査はぐったりして、意識はない様子でしたが、しっかりと銃を握っており、



銃を取りあげることはできませんでした。

『銃を取れ。』という声のした方を見たら星野さんがいて、星野さんが言っ

たことがわかりました。その時の私との位置関係を図面に書きましたが、私

と中村巡査が五メートル位、中村巡査から星野さんは更に五メートル位離れ

たあたりにいました。星野さんは東急本店方向にいて、中村巡査を挟んで、

私は代々木八幡方向にいました。この時、星野さんの顔を正面から見ました。

星野さんを見たのは、『銃を取れ。』の声がした時だけで、星野さんがその

他に中村巡査に対し、殴ったり火焔瓶を投げたりなどの行為をしたのは見て

いません。」（Ｐ３～４）

　 すでに述べたとおり、火炎びん投てきの「指示」について、確定判決の依拠するＡ

ｙ及びＡｒの申立人識別供述を信用することはとうていできず、その証拠構造はきわ

めて脆弱である。

そして、Ａｙ新供述に加えて（弁８号証）、本件各新証拠によれば（弁１２ないし２

２号証）、Ｋｒが供述している服装の色の男は申立人とは別に存在しており、同人を申

立人と識別したＫｒ供述が強引に録取されたことが認められるが、これはＡｙ及びＡ

ｒの申立人識別供述の評価にも根本的な影響を生じさせるものである。すなわち、白

鳥決定が「総合認定における各証拠は相互に関連するものとして裁判官の心証形成に

作用する」ことを指摘して、同事件で争点とされた証拠弾丸の証拠価値の低下が「証

拠弾丸と相互に関連する他の証拠の信憑性に影響を及ぼす」と判示しているとおり、

Ｋｒの申立人識別供述が強引に録取されたとの本件各新証拠は、相互に関連する他の

Ａｙ及びＡｒの各申立人識別供述の信用性にも影響を及ぼすものである。

　 以上によれば、結局、本件においては、きわめて脆弱な確定判決の証拠構造に対し

て、新証拠が出現したことにより、火炎びんの投てき「指示」は申立人がしたもので

あることについて合理的な疑問が生じているのである。

第第第第５５５５ 結結結結語語語語



以上によれば、原決定が、新証拠の新規性の判断を誤り、最高裁白鳥・財田川決定に

反する新証拠の明白性判断手法を採用して、明白性を否定したことは明らかであって、

最高裁判例に違反している。

そして、すでに検討したとおり、本件新証拠と旧証拠とを総合的に検討すると、確定

判決における事実認定につき合理的な疑いが生じているのであるから、「疑わしきは被告

人の利益に」という刑事裁判における鉄則を適用して、申立人に対して再審開始決定が

なされなければならない。

以上


